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プラットフォーム競争と垂直制限

―ソニー・コンピュータエンタテインメント事件を中心に―

1 はじめに

1.1 本研究の問題意識

最近，現実の経済においてプラットフォームという言葉をよく耳にするようになった。代

表的には通信プラットフォームや複合商業施設などのプラットフォーム戦略を挙げることが

できるだろう。また，経済学でもプラットフォームに対する関心は近年急速に高まり，多く

の分析がなされている。同時に，Evans(2003)が指摘するようにプラットフォームは競争政

策上の新たな難問を提示している。本研究では具体的な事例として株式会社ソニー・コン

ピュータエンタテインメント（以下「SCE」という。）による再販売価格維持を取り上げ，事

件の背景と当時の審決を詳細に説明する。そして，事件の背景を踏まえてプラットフォーム

による再販売価格維持が競争政策の観点からどのように評価できるかを経済学的に明らかに

し，競争政策上の意味を検討することを目的としている。

しかしながら，プラットフォームという言葉がインフレーションを起こしている反面，プ

ラットフォームとは何か，なぜ経済学的にも競争政策的にも重要なのかについての理解は十

分には深まっていない。実際，市場経済において多くの取引は仲介媒体を必要とし，代表的

には小売企業は売手と買手の間の取引を仲介する役割を担う。プラットフォームは広義には

取引を仲介する主体や場所・システムと定義することもできるが，この定義では真に経済学

的に重要な問題は見えてこないし，近年プラットフォームが注目を集めている理由の説明に

もならない。プラットフォームが議論の対象となっている理由はそれが双方向性市場を成立

させることにある。

双方向性市場を簡単に説明すると，プラットフォームの利用者間の取引がプラットフォー

ムを通じてなされ，そして，各サイドの利用者による利用が双方のサイドの利用者の間に外

部性を伴うような市場である。具体例として，本研究で詳細に分析するビデオゲームを挙げ

ると，プラットフォームはハードウェアメーカーの提供するシステムであり，それをソフト
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ウェア企業のサイドと最終消費者のサイドが取引の場として利用する。つまり，ソフトウェ

ア企業はプラットフォームを選択した上でソフトウェアを開発し，消費者はやはりプラット

フォームを選択した上でソフトウェアを購入する。そして，そのプラットフォームを選択す

るソフトウェア企業の数が増加すればより多くの最終消費者を引き付けることが可能とな

り，逆により多くの最終消費者がそのプラットフォームを選択すればより多くのソフトウェ

ア企業が集まってくるという外部性が存在している。同様の構造はパソコンのＯＳや複合商

業施設，クレジットカードなど枚挙にいとまがない。

これまでプラットフォームと双方向性市場についての経済学的分析の中心的課題は，プ

ラットフォームが各サイドに課する価格構造の解明にあり，それについては理解が深まって

いる1。しかしながら，それは同時に競争政策上の新たな難問を提示することになった。一方

のサイドに対する価格をピックアップして評価しても，それは複数のサイドへの価格付けの

一部分でしかないので，適切な評価を行うことができないという問題である。また，プラッ

トフォームによる双方向性市場のコントロールは価格構造を通じたコントロールにとどまる

ものではなく，垂直制限や一方のサイドとの垂直的統合，又はプラットフォーム間の水平的

統合などを競争政策の観点から評価する際にも，プラットフォームが双方向性市場を成立さ

せているという点に注意してすべてのサイドを包括的にとらえなければならない。

しかしながら，プラットフォームによる垂直制限や統合についての経済学的な分析はその

重要性にもかかわらずあまり行われていない。本研究では，プラットフォームによる垂直制

限の実際の事例である SCEによるソフトウェアの再販売価格維持を取り上げ，その背景と

当時の審決を詳しく説明する。そして，再販売価格維持という垂直制限が双方向性市場を成

立させるプラットフォームの戦略として経済学的にどのような解釈が可能であるかを理論的

に検討し，更に競争政策の観点から評価してみたい。再販売価格維持というこれまでは分析

されていないプラットフォームの戦略に光を当てることで，再販売価格維持を通じたプラッ

トフォームの各サイドのインセンティブとプラットフォーム全体の外部性のコントロールの

ロジックを明らかにし，SCE事件についても新たな視点を加えることが可能となる。これ

が本研究の最大の目的である。

1例えば Rochet and Tirole (2006)を参照。
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1.2 本研究の貢献

本研究の主要な貢献は３つある。第１に，SCE事件という具体的な事例に基づいている

ので，プラットフォームによる再販売価格維持の目的を具体的かつクリアに議論することが

可能となっている。同時に，競争政策上の含意も当時の審決を踏まえることができるので豊

富に議論ができる。第２に，これまで分析がなされていない再販売価格維持という垂直制限

に焦点を当てることで，プラットフォームの戦略の意味と競争政策上の評価について新たな

理論的視点を与えている。垂直制限についてはこれまでも様々な議論がなされているし，プ

ラットフォームについても価格構造の観点からは多くの分析がなされている。しかしながら，

プラットフォームによる再販売価格維持を取り上げた分析は，その重要性にもかかわらずな

されていない。本研究では SCEによるソフトウェアの再販売価格維持は単に小売市場のコ

ントロールを目指したものではなく，ソフトウェア企業サイドのインセンティブと双方向性

市場全体の外部性のコントロールを目的としていることを明らかにし，競争環境や経済厚生

に与える影響について議論している。第３に，これが最も重要であるが，本研究ではプラッ

トフォームによる再販売価格維持の背景には様々なインセンティブがあり，それぞれについ

て理論的な帰結を明確にすることで競争政策上の重要な指針を与えている。SCE事件の検

討からも明らかになるように，小売価格のコントロールがどのようなインセンティブに基づ

いていたのかについては，小売企業だけではなくソフトウェア企業のインセンティブや双方

向性市場全体の外部性のコントロールを目的としていたことでは共通するが，いくつかの可

能性がある。そして，その理論的帰結もそれぞれのインセンティブによって異なるものとな

る。しかし，本研究の貢献は小売価格のコントロールの多種多様なインセンティブがどのよ

うな帰結を与えるかを明確にして競争政策上の指針を与え，検証すべきポイントを明確にし

たことにあり，例えば SCEの再販売価格維持が実際にどのようなインセンティブに基づく

ものであったのかについては，本研究を踏まえて今後検討されるべき実証的な課題である。

本研究による理論的考察はプラットフォームを評価する視点を確立するという意味で重要な

ステップである。

本研究の構成は以下のとおりである。２節ではプラットフォームと双方向性市場について

詳しく説明した上で，プラットフォームによる価格構造の選択についての経済学的な研究を
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簡単にサーベイする。同時に，競争政策上の問題についても議論する。本研究の中心は３節

と４節にある。まず３節では具体的な事例として SCE事件について事件の背景と当時の審

決を詳しく説明する。そしてそこでの事実を踏まえて４節ではプラットフォームによる再販

売価格維持を３つの論点に分けて経済学的に理論分析を行い，それを踏まえて競争政策上の

含意を議論する。結論は５節で述べられる。

2 プラットフォームと競争政策についての概観

2.1 双方向性市場とプラットフォーム

プラットフォームは広い意味では取引を仲介する場やシステムと定義できる。プラット

フォームの典型例として挙げられるゲーム機やパソコンのOSはソフトウェア企業と最終消

費者との間の取引を仲介する役割を担っている。また，マスメディアは視聴者と広告主との

間の取引を仲介するし，複合消費施設やクレジットカードは小売企業と消費者の取引を仲介

する。さらに，政党は政治家と有権者との間の政治的取引を仲介する機能を持つ。しかしな

がら，取引の利益を具現化させる仲介機能だけに焦点を当ててもプラットフォームの興味深

い性質は見えてこない。実際，市場経済において取引を仲介する役割を担う主体は必要不可

欠であり，例えば小売企業はメーカーによって生産された財を消費者へと流通させることで

メーカーと消費者との間の取引を仲介する。

近年，経済学が注目しているプラットフォームの興味深い点は，プラットフォームの存在

によって成立する市場が複数のサイドの利用者によって構成されており，各サイドの利用者

によるプラットフォームの選択や利用のインセンティブが，価格だけではなく利用者間の外

部性やプラットフォームの構造そのものに依存していることにある。そして，もう一つの興

味深い点は，多くの場合，プラットフォームを形成する主体が市場支配力を持っていると同

時に，プラットフォーム間の競争にも従事していることにある。このようなプラットフォー

ムの特徴は複数方向性市場（multi-sided market）と呼ばれており，その特殊ケースとして

広く見られるものに売手のサイドと買手のサイドからなる市場がプラットフォームの存在に

よって成立する双方向性市場（two-sided market）がある。双方向性市場とは，あるサイド

– 4 –
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の顧客によるプラットフォームの利用がグループ間のネットワーク外部性を生じさせ，ある

サイドの顧客の便益はが，プラットフォームがによってもう一方のサイドの顧客をどれくら

い集められたかに依存するような市場である。

具体例として本研究で詳しく議論するゲームに焦点を当ててみよう。ゲームのプラット

フォームは SCEや任天堂株式会社（以下「任天堂」という。）などが供給するゲーム機で

あり，プラットフォームの一方のサイドにゲームをプレーする最終消費者が存在し，もう一

方のサイドにゲームソフトを開発するソフトウェア企業が存在する。ソフトウェア企業と消

費者との間のソフトウェアの取引のためにはハードウェアが必要不可欠であり，そして最終

消費者やソフトウェア企業のゲームハードウェアの選択は課される価格と同時にそのハード

ウェアの選択から獲得が期待される余剰の大きさに依存する。余剰の大きさはハードウェア

の性能や使いやすさだけではなく，最終消費者のサイドではどの程度のソフトウェアのバラ

エティや質が期待できるか，そしてソフトウェア企業のサイドではターゲットとなる最終消

費者はどの程度のサイズか，という点に依存し，すなわち各サイドの利用者の間には外部性

が発生している。そして，ゲームのハードウェアメーカーは各サイドの利用者に対して市場

支配力を持ち，消費者サイドに提示するハードウェアやソフトウェアの価格，ソフトウェア

企業サイドに課する開発キットの価格やソフトウェア販売のロイヤルティなど，包括的な料

金システムのデザインを通じて利用者のサイズに代表される外部性をコントロールしよう

とする。同時に，ゲーム機間には利用者の獲得をめぐって競争が行われており，料金システ

ムは重要な戦略変数となっているのである。同様の構造はパソコンのOSやクレジットカー

ド，マスメディアによる広告などにも共通しており，このような特徴がプラットフォームを

巡る経済環境の特徴といえる。

以下では，双方向性市場を成立させるようなプラットフォームを双方向性プラットフォー

ムと呼ぶことにする。上記のように経済的取引の多くは何らかの仲介を必要とするので，双

方向性プラットフォームを単なる仲介媒体として定義しても十分ではない。例えば，通常の

小売企業は財の売手から卸売価格で財を購入し，それを小売価格で消費者に販売する。この

とき，小売企業が市場支配力を保有しないならば，卸売価格や小売価格に影響を及ぼすこと

はできず，また市場支配力を保有しているとしても，売手のサイドと消費者のサイドの間に
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外部性が存在しなければそれぞれに対して独立に価格付けを行うことになる。分析対象とし

ての双方向性プラットフォームを経済学的に定義しておきたい。具体的には双方向性プラッ

トフォームが満たすべき特徴として次の２つを課すことにする。

1. 　プラットフォームの各サイドの利用者（例えばゲームの最終消費者とソフトウェア

企業）の取引には外部性が存在するが，利用者間の直接交渉による内部化は行えず，プ

ラットフォームのみが外部性を完全に又は部分的に内部化することができる。

2. プラットフォームは各サイドに対して市場支配力を有している。

Rochet and Tirole (2006)は各サイドのプラットフォームの利用に外部性が存在する場合

について，双方向性プラットフォームであるための条件を定義している。例えば売手と買手

がプラットフォームを通じて取引をしている場合，売手に対して課す取引１単位当たりの価

格を pS，買手に対するそれを pB としよう。そして，プラットフォームを通じた取引の総量

を V とする。このとき，V が p = pS + pB のみに依存し，p を一定としたときに pS と pB

の構造を変化させても V が変化しないときにはプラットフォームの市場は双方向性市場で

はなく，逆に p を一定としたとき pS と pB を変化させることで V に影響を与えることが

でき，プラットフォームを通じた取引の総量が価格の構造に依存するときプラットフォーム

は双方向性プラットフォームであるとしている。これは，プラットフォームが外部性を価格

によってコントロールできることを意味しており，上記の定義と基本的に同じことを述べて

いる。

Rochet and Tirole (2006)の定義に対し，Hagiu (2007)は取引構造に着目して双方向性プ

ラットフォームを定義している。通常の仲介媒体は売手から財を購入しその財を買手に販

売するのに対し，双方向性プラットフォームは売手と買手のそれぞれから利用料金を徴収

し，売手と買手の取引についてはプラットフォームの利用を前提として自由度を残してい

るとしている。つまり，売手と買手との間の直接の取引が許容される場合は双方向性プラッ

トフォームであり，それが不可能でありコントロールがすべて仲介媒体に属するときには双

方向性プラットフォームではないとしている。これは価格の構造とは異なる面に着目して双

方向性プラットフォームを定義したものとして注目に値し，本研究での分析にも通じる。例
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えば，ゲーム産業を考えてみるとプラットフォームの両側にソフトウェア企業と消費者がい

る。このとき，消費者はハードウェアの購入を通じてプラットフォームに料金を支払い，ソ

フトウェア企業は開発キットへの購入やロイヤルティを通じてプラットフォームに料金を支

払う。そして，ソフトウェア企業と消費者の取引はシステムとしてはプラットフォームを利

用しているとしてとらえることも可能であり，その自由度はプラットフォームのポリシーに

依存している。

2.2 ネットワーク外部性

プラットフォームの利用者が直面する外部性はネットワーク外部性と呼ばれる。ネットワー

ク外部性とは，その財の利用者のサイズが大きくなるにつれて，財の価値が増加するような

外部性で，例えば電話はネットワーク外部性が存在する典型的な財である。プラットフォー

ムの利用者についての外部性もネットワーク外部性であり，そこには直接的ネットワーク外

部性と間接的ネットワーク外部性の２種類がある。ゲームを例にして考えると，最終消費者

のサイズが大きくなると，最終消費者間でソフトの交換や共有が進み結果として利便性が高

まる。また，ソフトウェア企業側も企業数が増加すれば技術の共有やスピルオーバーが進む

かもしれない。このように一方のサイドの市場の中で発生するネットワーク外部性は直接的

ネットワーク外部性と呼ばれる。

これに対し，ソフトウェア企業のサイズが大きくなればソフトのバラエティや品質が高ま

り，最終消費者にとってのゲームハードウェア（= プラットフォーム）の価値は増加するし，

最終消費者のサイズが大きくなればソフト開発企業にとってのプラットフォームの価値はや

はり増加する。このような両サイドの市場の間に発生するネットワーク外部性は間接的ネッ

トワーク外部性と呼ばれ，間接的ネットワーク外部性の存在は市場間の補完性の存在を意味

している。プラットフォームで特に考慮すべき外部性はこの間接的ネットワーク外部性であ

り，上記のようにプラットフォームはこの間接的ネットワーク外部性をコントロールできる

ことに特徴がある。

また，外部性についても２つの分類が必要である。一つはプラットフォームの選択に伴

う事前の外部性，もう一つはプラットフォームの利用に伴う事後の外部性である。例えば，
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ゲームを想定すると，最終消費者のサイズが大きいことがソフトウェア企業のゲームのハー

ドウェア（= プラットフォーム）の選択に正の効果を与えるならば，そこには事前の外部性

が存在する。また，最終消費者がより多くのソフトを購入することでソフトウェア企業が将

来的にソフトのバラエティを増加させるならば，そこには事後の外部性が存在する。プラッ

トフォームはこの２つの外部性を価格によってコントロールしようとする。このとき，事前

の外部性をコントロールするものは一括の固定料金（参加費）であり，事後の外部性をコン

トロールするものは利用に依存する変動料金である。ゲームの場合では，最終消費者はゲー

ムのハードウェアを購入する必要がありこれが固定料金に相当する。そして，各ソフトウェ

アの購入は変動料金に相当する。ソフトウェア企業に対しても，開発に必要な情報を固定料

金によって与え，各ソフトウェアの売上げの一部をロイヤルティとして徴収する。

ネットワーク外部性についての研究はKatz and Shapiro(1985,1986)やFarrell and Saloner

(1985,1986) を嚆矢 (こうし)とする。そして，ネットワーク外部性拡大のために利用者を獲

得することを目指した限界費用を下回るような低価格での販売，つまり浸透価格の概念や，

ネットワーク外部性の存在によって技術の移転が非効率的となることを主張した過剰慣性・

過剰転移の概念，消費者が一つの技術に取り込まれてしまうロックインの概念など，プラッ

トフォームを分析する上で重要な結論が多く導かれている。しかしながら，双方向性市場で

のネットワーク外部性や利用者間の相互依存関係をコントロールするための価格構造や非価

格戦略についてはそれほど検討されていない2。

2.3 双方向性プラットフォームの価格構造についての議論

プラットフォームに特有の問題で最も興味深いものは最適な価格構造である。単純な構造

として，売手（S）と買手（B）が独占的なプラットフォームを通じて取引を行っていると

しよう（双方向性プラットフォーム）。このとき，一方のサイドのプラットフォームの需要

は他方のサイドの需要のサイズに依存し，その逆も成立する。そして，例えばサイド S に

2プリンタの本体とインクカートリッジのような補完的な財の価格付けについては多くの分析がなされてい

る。ただし，補完的な財は同一の消費者を対象としており，双方向性プラットフォームのように異なる主体を対

象にした価格構造の議論とは異なる。

– 8 –



平成 19年度共同研究報告書
プラットフォーム競争と垂直制限 ― ソニー・コンピュータエンタテインメント事件を中心に―

ついての最適な独占価格は，サイド S の需要への効果，サイド B の需要への効果，そして

両サイドへの費用のすべてに依存することになる。仮にサイド B の価格を一定としたとき

にサイド S で価格を上昇させたならば，典型的にはサイド S のプラットフォームの需要量

の減少だけではなくサイド B の需要量の減少も生じさせることになる。

Rochet and Tirole (2006)に従って，簡単に独占的なプラットフォームの価格付けについ

て一般的な結論を紹介しておきたい。売手サイド S と買手サイド B がプラットフォーム

を通じて取引を行う。各売手と買手は，それぞれすべての買手や売手と取引し，したがって

一人の売手の取引数は買手のサイズ NB に等しく，一人の買手の取引数は売手のサイズ NS

に等しい。また，プラットフォームを通じた取引の総数は NSNB となる。

各サイド i に対してはプラットフォームの利用について２部料金 Pi = aiNj + Ai が課さ

れる（i, j = S,B, j ̸= i）。ここで，ai はプラットフォームの利用１単位当たりの価格，Ai

はプラットフォームへの参加のための価格であり，それぞれ事後の外部性と事前の外部性を

司る役割を果たす。すると，各サイド i の利用者にとっての取引１単位当たりの実質価格は

pi = ai + Ai/Nj となる。例えばゲーム機のケースで考えてみると，ai は最終消費者にとっ

てはソフトの価格，ソフト開発企業にとってはロイヤルティを意味している。また，Ai は

最終消費者にとってはハードの価格，ソフト開発企業にとっては開発のための情報を得る際

に支払う価格に相当する。最終消費者がすべてのソフト開発企業からソフトを購入し，また

ソフト開発企業がすべての最終消費者にソフトを販売することは実際にはないが，それぞれ

のサイドのサイズがもう一方のサイドの需要を喚起することはそれほど極端ではない。ここ

で表現されている取引の総量はそのような状況を単純化して記述したものである。

各サイド i の利用者１単位の取引からの粗余剰を bi とし，効用を Ui とすると，それは

Ui = (bi − ai)Nj − Ai となる。利用者は Ui ≥ 0，すなわち bi ≥ pi である限り取引を実行

し，すなわちプラットフォームへの需要は Di(pi) と表現できる。また，プラットフォーム

の総需要は NSNB = DS(pS)DB(pB) ≡ V (p) となる。ここで，p = pS + pB は両サイドに

課す価格の合計を意味する。

Rochet and Tirole の基本的な結論は，独占的なプラットフォームにとって最適な p は

p − c

p
= η

– 9 –



平成 19年度共同研究報告書
プラットフォーム競争と垂直制限 ― ソニー・コンピュータエンタテインメント事件を中心に―

を満たすことである。ここで，c はプラットフォーム１単位の利用に伴う一定の限界費用，η

はプラットフォームの需要 V の p に対する弾力性である。これは通常の独占におけるラー

ナーの条件と全く同じであり，両サイドに課される価格の合計に注目する限りではプラット

フォームに特有の問題は見えてこない。しかしながら，複数サイドへの価格付けは価格構造

についての意味合いを持ち得る。例えば，サイド i への価格 pi を微少に変化させたとし，

このときの Di の変化量を dDi/dpi としよう。すると，V が Di に比例的であることに注

意すると
∂V/∂pi

V
=

dDi/dpi

Di

という関係が成立する。ここで，p−c
p = η という関係を利用すると，

p − c = − Di

dDi/dpi

という関係を得る。

プラットフォームが利潤を最大化するためには，一方のサイドの価格を微少に上昇させた

とき，同時にもう一方のサイドについて価格を同額だけ下落させることで利潤が増加しては

いけない。すなわち，総需要 V への効果が両サイドについて等しくなければならず，

dDS/dps

DS
=

dDB/dpB

DB

が成立する必要がある。結果として

p − c = − DS

dDS/dpS
= − DB

dDB/dpB

が成立する。いま，ηi をサイド i の需要の価格弾力性とすると，この関係式は

pi − (c − pj)
pi

=
1
ηi

となる。これは，やはりラーナー条件であるが，費用が限界費用 c ではなく c − pj によっ

て評価されている。例えば売手サイドの価格 pS を上昇させると，取引は減少しプラット

フォームは費用 c をセーブできる。しかしながら，同時に買手サイドでの取引を喪失するの

で pB だけ損失が発生する。したがって，費用の削減を pB の分だけ割り引くことになる。
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最適な価格構造の条件を更に書き換えると

pS

ηS
=

pB

ηB

となる。ここで分かることは，最適な価格構造において各サイドへの価格比は弾力性比と一

致することである。したがって，トータルの価格 p = pS + pB を所与とすると，各サイド

への価格は費用 c には依存せず，価格の割当てが弾力性に依存して決まることになる。そし

て，c は p の決定にのみ影響を与えるのである。

ここまでの議論では１単位当たりの実質価格 pi は事後の外部性のみをコントロールして

おり，実際のところ aiNj + Ai という２部料金システムは本質的な役割を果たしていない。

Armstrong (2006)はむしろ事前の外部性に着目し，一括の参加費である Ai の役割を分析

している。価格としては Pi = Ai という一括の参加費のみが請求され，またプラットフォー

ムに参加することで一括の便益 Bi が得られるとしよう。すなわち，サイド i のプラット

フォーム利用者の効用は Ui = biNj −Ai によって与えられる。一回の利用の便益 bi はサイ

ド i の利用者すべてについて共通であり，ただ Bi のみがそれぞれの利用者について異なる。

このとき，サイド i の利用者は bi ≥ Ai/Nj ならばそのプラットフォームに参加し，プラッ

トフォームの利用の実質価格 pi = Ai/Nj と bi を比較することで参加の意思決定を行う。

いま，c = 0 を想定する。このとき，独占的なプラットフォームの両サイドに対する最適

な価格はやはりラーナーの条件に従い，

pi − (−bj)
pi

=
1
ηi

によって与えられる。仮にサイド i の価格を追加的に上昇させたならばそれによって取引が

失われ，サイド j の取引の利益 bj が喪失することになる。これが価格引上げの機会費用に

相当し，ラーナーの条件に影響することになる。

ここまでの議論では，プラットフォームによる両サイドへの価格付けは標準的なラーナー

条件によって決定し，両サイド間の外部性は機会費用と弾力性への影響として考慮されるこ

とが分かる。そして，典型的には一方のサイドのサイズがもう一方のサイドの弾力性に影響

を与えることになる。すると，例えばゲーム機のケースで，そのプラットフォームにコミッ

トするソフト開発企業の数が増加すれば，ソフト開発企業サイドへの価格は上昇することに
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なる。そして最終消費者のサイズを大きくすることで更にソフト開発企業から利潤を生み出

すことができるので，最終消費者への価格は低下することになる。また，最終消費者への価

格を低下させることがソフト開発企業へ大きな外部性を及ぼし弾力性を小さくするのであれ

ば，そのような戦略は非常に有効である。

さらに，Caillaud and Jullien (2003)でも強調されているように，一方のサイドで大きな

マージンを獲得するためにはもう一方のサイドの価格を引き下げることが有効であること

が，弾力性の観点からも機会費用の観点からも重要である。結果として，一方のサイドの価

格を限界費用が下回る水準，又はゼロに設定することが有効であり，実際にも観察される。

その他，非価格的な戦略も需要の価格弾力性に影響を及ぼし得る。その代表としてはリス

クの軽減を挙げることができるだろう。また，将来のネットワーク外部性への期待，そして

それを実現するために利用者のコーディネーションを目指すことも重要である。

さらには，プラットフォーム間の競争やプラットフォームの複数利用の可能性も弾力性に

影響する要素である。一般的には複数のプラットフォームの利用やプラットフォーム間の競

争の存在はプラットフォームに対する需要の価格弾力性を大きくするので，プラットフォー

ムが課す価格の合計を低下させることになる。ただし，各サイドへの影響はそれほど明らか

ではない。例えば，ゲーム機の場合には最終消費者はただ一つのプラットフォームを選択す

るが，ソフト開発企業は複数のプラットフォームを採用することがある。このとき，最終消

費者の側の弾力性は相対的に大きくなり，ソフト開発企業側は小さくなる。結果として，最

終消費者側への価格は低下し，より大きな余剰を得るのに対し，ソフト開発企業側は小さな

余剰を得ることになる。

また，これまではプラットフォームが両サイドへの価格を同時に決定するような状況を想

定してきたが，やはりゲーム機の例を考えると，最初にソフト開発企業側がプラットフォー

ムを選択し，それが定まった後に最終消費者がプラットフォームを選択するという，各サイ

ドの意思決定のタイミングが異なる場合がある。このような場合，ソフト開発企業がプラッ

トフォームにコミットし，投資を行った後に，プラットフォームが最終消費者側に独占価格

を設定してしまい，取引量が低下して投資を回収できないというホールドアップ問題が発生

することがある。Hagiu(2006)はこのようなホールドアップ問題を回避するためには，ソフ
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ト開発企業側には最初の参加費を課さず，取引の数量に応じたロイヤルティを課す。そして，

プラットフォームは取引量を大きくするために最終消費者側には低い価格を課すような価格

構造が望ましいとした。実際にもゲーム機のプラットフォームは最終消費者に対して限界費

用を下回るような価格でハードを供給し，ソフト開発企業と最終消費者の間の取引に対して

ロイヤルティを課すような価格構造を実行している。このとき，プラットフォーム側にはで

きるだけ多くの取引を実現することが望ましく，SCEのケースについても重要な示唆を与

えてくれる。

2.4 競争政策上の問題

双方向性市場とプラットフォーム，そしてプラットフォーム競争の問題は競争政策にとっ

て重要性を増していくことは間違いないが，競争政策上の取扱いは困難であると予想でき

る。まず，市場のそれぞれのサイドに課された価格はこれまでの分析からも分かるようにそ

のサイドのみの需要や費用を反映するわけではない。外部性の存在により，それぞれのサイ

ドを個別に評価しても経済学的に意味がある結論を導き出すことは不可能である。また，一

方のサイドの需要や費用の変化はそれぞれのサイドの価格に影響を与えるので，個別の価格

をピックアップして分析することもできない。さらに，経済厚生の評価もそれぞれのサイド

を同時に評価せねばならず，外部性の存在がその評価を更に困難なものとする3。

例えば，双方向性プラットフォーム全体の価格構造を見渡したとき，一方のサイドで価格

を非常に低くし（平均費用を下回るくらいに），もう一方で高くするという現象がよく見ら

れる。ここで考えられるロジックは少なくとも３つはある。一つは低価格が略奪的価格を意

味しており，ライバルのプラットフォームを排除することでプラットフォーム競争における

市場支配力を確保しようとする試みであるという見方。もう一つは一方のサイドで低価格戦

略を採用することでそのサイドの顧客を大きくし，もう一方のサイドでの市場支配力を強化

しようとする試みであるという見方。最後に両サイド間の交差弾力性を反映した適切な価

格構造であるという見方である。さらに，前の２つは反競争的であると結論付けられるかも

しれないが，例えば２つ目の見方についてもう少し深く考えてみると，一方のサイドで顧客

3より詳しくは Evans (2003)を参照。
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が拡大したことでネットワーク外部性の効果がより大きくなり，市場支配力の強化によるデ

メリットを上回っている可能性も否定できない。また，現実のプラットフォームはプラット

フォームへの参加費（固定料金）と取引される財・サービスの数量に依存した変動料金の両

方をあらゆるサイドの市場に対して課すことができるので，価格構造は極めて複雑なものと

なる。競争政策上の判断を行うためには，プラットフォームの特徴に依存した価格構造につ

いて丁寧に議論する必要がある。

競争政策上の判断を行う上で，最初の一歩は市場の定義を行うことである。双方向性市場

の場合，それぞれのサイドを一つの市場とみなした場合には費用を下回る低価格などの反競

争的とみなされるような現象の評価を誤る可能性がある。また，プラットフォームの統合に

ついても，一方のサイドのみに着目したならば，反競争的な効果が大きいという判断がなさ

れるだろう4。しかしながら，統合によるサイズの拡大がネットワーク外部性の拡大を通じ

てすべてのサイドに与える影響を考慮すれば，統合が経済厚生を改善する可能性もある。

2.5 プラットフォームによる垂直制限

再販売価格維持や抱き合わせ，排他契約などの垂直制限についての評価は競争政策上の重

要な論点である。よく知られているように，垂直制限は価格のコントロールやライバルの排

除を通じた反競争的な側面があると同時に，二重限界化の回避や外部性をコントロールす

る手段として経済厚生を改善する面もある5。そして，双方向性プラットフォームがネット

ワーク外部性を内部化する役割を持つことを考えれば，そこで観察される垂直制限について

も同様の可能性を否定できない。

プラットフォームについての経済学的分析は主に価格構造に焦点を当ててなされてきたが，

ネットワーク外部性の内部化という点に着目すれば，プラットフォームによる垂直制限につ

いての分析も同等に重要である。そして，次節で詳しく説明する SCEによる再販売価格維

持は，正にプラットフォームによる垂直制限である。この事件の場合では，プラットフォー

ムである SCEは再販売価格維持によってソフトウェアの小売価格をコントロールした。小
4例えば，Visa-MasterCardの統合のケースでは，カード利用者に対して高い料金が課されることになるだ

ろうという判断がなされた。
5垂直制限の反競争効果や，経済厚生を改善する側面については柳川・川濱（2006）を参照。
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売企業間の競争を制限したという点に着目すれば，価格の維持は反競争的であり，事実，審

決でもそのような公正競争阻害性を有するという判断がなされている。しかしながら，SCE

が供給するゲームのハードウェアが双方向性を持つことを考慮すれば，一方のサイドのみを

ピックアップした上での判断はやはり危険であり，すべてのサイドを見渡した判断が求めら

れる。

以下では，次節で SCE事件について詳しく紹介した上で，４節では経済学的な分析をさ

まざまな角度から行う。

3 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント事件6

本件は，公正取引委員会が SCEに対し，平成 8年 5月 9日に立入検査を行い，審査を行っ

た結果，SCEが小売業者等に対し「値引き販売禁止」，「中古品取扱い禁止」及び「横流し禁

止」の 3つの販売方針を遵守させ，PSハード用ソフトウェア（以下「PSソフト」という。）

を販売させる行為について，独占禁止法第 19条に違反するとして，平成 10年 1月 20日に

勧告を行った事件である。本件では，SCEが勧告に応諾しなかったため，審判開始決定がな

され，平成 13年 8月 1日に審判審決が出されている。本件は，再販売価格の消滅時期，横

流し禁止行為等の垂直的価格制限及び垂直的非価格制限に係る行為について公正競争阻害性

の判断を示した重要な審決といえる。

3.1 事件概要

SCEはプレイステーションと称する家庭用テレビゲーム機（以下「PSハード」という。），

PSソフト及び PSハード用周辺機器（以下，PSハード，PSソフト及び PSハード用周辺機

器を併せて「PS製品」という。）の製造販売並びに PSソフトの仕入販売の事業を営み，我

が国のゲーム機及びゲームソフトの各販売分野において，平成 8年度の出荷額が第 1位の地

位を占める最有力の事業者である。また，SCEは，PSソフトの流通を自ら行う一部のゲー

ムソフト製造業者の PSソフトを除き，ゲームソフト製造業者の開発製造した PSソフトを

6平成 13年 8月 1日平成 10年（判）第１号ソニー・コンピュータエンタテインメント事件。
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一手に仕入れて販売しており，ゲームソフトの販売業者にとって PSソフトの供給面で独占

的地位にある。

SCEは，テレビゲーム事業への参入を検討する中で，平成 6年ころテレビゲーム市場に

おいて圧倒的優位にあった任天堂の流通システムは，過剰在庫処分としての値引き販売，横

流し及び抱き合わせ販売や品切れによる中古品売買が行われやすくなる原因を有している等

の問題意識を持っていた。SCEは，これらの問題点を是正するため，直接小売業者と特約

店契約を結び，これら小売業者が一般消費者に販売するという「直取引」を流通政策の基本

とすることとし，平成 6年 6月ころの営業部幹部の会議において，値引き販売禁止，中古品

取扱い禁止及び横流し禁止の 3つの販売方針を決定した。SCEは，小売業者及び卸売業者

に対して上記 3つの販売方針の遵守を要請し，これを受け入れた事業者とのみ順次，特約店

契約を締結し，平成 6年 12月に PS製品の販売が開始された後においても，販売方針を受

け入れた事業者とのみ契約を行い，加えてその遵守状況を調査し，従わない小売業者等へ是

正指導を行った。

また，発売後かなりの期間を経過しても売れ残るPSソフトが増加してきたことなどから，

平成 8年 4月ころ，SCEは値引き販売の禁止について，一部修正し，発売後 2か月経過した

PSソフトについては小売業者が自由に販売価格を認定することができるように小売業者に

通知している。

SCEは，平成 8年 5月 9日に公正取引委員会の立入検査を受けたことから，直ちに社内

において事実確認のための調査を行うとともに，経営幹部が営業部幹部に対し，販売価格を

拘束する行為を行わないよう営業部内に徹底するように指示し，また，値引き販売に関する

情報が寄せられた場合にも対応できないと断るように指示した。値引き販売の禁止について

は，平成 9年 11月ころに消滅した。

3.2 法令の適用

SCEは，

(1) 　 1⃝正当な理由がないのに，取引先小売業者に対し，希望小売価格を維持させる条件

を付けて PSソフトを供給していたものであり，これは，一般指定第 12項第 1号に該
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当し， 2⃝正当な理由がないのに，取引先卸売業者に対し，同卸売業者をしてその取引

先である小売業者に希望小売価格を維持させる条件を付けて PSソフトを供給してい

たものであり，これは，同項第 2号に該当し，

(2) 取引先小売業者及び卸売業者に対し，販売先を制限する条件を付けて PSソフトを供

給するとともに，取引先卸売業者に対し，同卸売業者をしてその取引先である小売業

者に販売先を制限させる条件を付けて PSソフトを供給しているものであり，これは，

取引先小売業者及び卸売業者の事業活動を不当に拘束する条件を付けて当該相手方と

取引しているものであって，一般指定第 13項に該当し，

いずれも独占禁止法第 19条の規定に違反する。

3.3 PSハード発売前の市場の状況

平成 5年（PSハード発売前）において，任天堂のスーパーファミコン（平成 2年 11月発

売，16bit機）が出荷台数ベースで 286万台・約 70％を占めており，金額ベースでも 518億

4千万円・約 70％を占めていた。当時のスーパーファミコン向けソフトのソフトライセン

シー数は，155社あった7。

しかし，平成 5年から 6年ころにかけて，次世代機となる PSハード（平成 6年 12月発

売）や株式会社セガ・エンタープライゼス（現社名「株式会社セガ」）のセガサターン（平

成 6年 11月発売）といった 32bit機の開発競争が激しくなっていった。

(1) 任天堂製品の流通政策

　任天堂の流通では，ソフトの発注はすべて任天堂を通して行われており，ソフトメー

カーが任天堂にソフトの製造委託を行い，任天堂からソフトメーカーにソフトが納品

される。そして，任天堂の影響力が強く働いている「初心会」という一次問屋グルー

プを中心としてソフトの流通が行われていた (図 1参照)。

　当時の任天堂ソフトの流通上の特徴として，ソフト生産における「前納制」の問題

が挙げられる。これは，ソフトメーカーがソフトを製作し，そのソフトが 30万本売れ
7「’94年ビデオゲームの最新動向と次世代市場展望」（株式会社シード・プランニング）
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図 1: 任天堂の流通モデル (出典：ゲーム業界危機一髪！!)

ると考えた場合，生産 3か月から 1か月前に任天堂に対し，1本当たり 3,000円程度支

払って製造委託を行うといったもので，この場合，ソフトメーカーは生産前に 9億円

もの資金を負担しなければならなかった。また，任天堂のソフトはマスクロム方式で

あったため，生産には時間を要し，次回発注には非常に時間がかかるため，発売後の

１か月から２か月が販売の勝負であるゲームソフトにとって，出荷数量を誤ることは

ソフトメーカーにとって死活問題（生産が多すぎると在庫になり，少なすぎると，み

すみす機会を失うこととなる。）であった。しかしながら，新作ソフトを発注するに当

たっては，問屋等に販促を行い，問い合わせを行うものの実際には見込発注に近かっ

たケースも多かったようである（任天堂は，小売市場で当該ソフトが売れようが，売

れまいが 1ソフト 1本当たり約 2,000円（表 1参照）のロイヤリティが入る仕組みと

している。）。また，ソフト開発は，年々開発費用が増大し，開発期間も長期化するよ

うになってきており，そのような中，「前納制」は，ソフトメーカーのリスクを高くし，

負担となっていたようである。
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　このような事情からソフトメーカーはリスクを少なくするため，製作にコストのか

かるような新たなジャンルのソフト開発がしにくくなり，主にシリーズものの製作や

製作期間を短くすることにより開発コストの低減をせざるを得ない状況にあり，ヒッ

ト作を生み出すことが非常に難しくなっていたと考えられる。

表 1: 任天堂ソフト（スーパーファミコン）のコスト構成（推定）(出典：ゲーム戦線超異常)

種目 金額

製造費 1, 000円

ロイヤリティ 2, 000円

ソフトメーカー取り分 2, 500円

一次・二次問屋・小売店マージン 4, 500円

合計 10, 000円

　また，スーパーファミコンの主要ユーザーであった小・中・高生の購買力から，複

数の新作ソフトを購入することは難しく，バブル崩壊後の不景気もあり，ユーザーは

購入ソフトを厳選するようになっていた。さらに，ユーザーは購入したソフトを短期

間で売却してしまうため，中古市場が拡大し，少し待てば新作ソフトを安く購入でき

ることから，新作ソフトの販売が減少していた。このようにソフト市場の価格競争等

の環境が激化している中で，ソフトメーカーの利益は減少し，ますます開発意欲は減

退していたといえる。

　一方，問屋や小売店側からすれば，ソフトがどのくらい生産されているか分からな

い状況にあり，ソフトメーカーから販促活動はあるものの，ソフトが売れるか売れな

いかは水物であり，ソフトがヒットした場合に当該ソフトを多く発注していれば儲け

は大きいが，ヒットしなかった場合，発売後１か月もたたないうちにセール品として

山積みされることとなった。このような事情から小売店では，利幅の少ないディスカ

ウント販売が恒常化しており，利益率の高い中古ソフトの販売で利益を上げている状

況にあった。
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　つまり，任天堂の流通システムでは，マーケティングに基づくソフトの発注，生産

が行われず，問屋等が供給量を決めて発注していたことが，過剰在庫の要因の一つと

もいわれている。

(2) SCEの任天堂製品の流通政策に対する問題意識

　ソニー株式会社は，平成 4年末ころ，CD-ROM方式8 によりテレビゲーム事業に参

入することを決定し，平成 5年 11月，株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメ

ント（以下「SME」という。）との共同出資により SCEを設立した。SCEは，テレビ

ゲーム事業への参入の具体策を検討する中で，当時テレビゲーム市場において圧倒的

優位にあった任天堂がスーパーファミコンで採用しているマスクロム方式では，ゲー

ムソフトの製造コストが高く，小売価格が高くなりがちであること，ゲームソフトが

品切れを起こした場合，追加発注を受けて製造し納品するまでに数か月を要するため

に，小売業者ではその間品切れが生じ，需要期間の短いゲームソフトの販売機会を逸

すること，高価格や長期間の品切れが中古ゲームソフト市場の発生の要因となること，

また，任天堂が採用している流通政策においては，流通段階に同社のコントロールが

及ばず，小売業者は卸売業者を主体とした多段階流通を通して仕入れるために見込発

注が行われ，過剰発注による過剰在庫や過少発注による品切れが発生するなど，ゲー

ムソフトの需給不均衡が生じやすいこと，そして，これが過剰在庫の処分としての値

引き販売，横流し，抱き合わせ販売や，品切れによる中古ゲームソフトの売買が行わ

れる原因となっていること，中古ゲームソフト市場が新品ゲームソフトの売行きに影

響し，ゲームソフト製造業者及び新品ゲームソフト販売業者の利益を損なうこと等の

問題意識を持っていた。

8ゲームソフトには，マスクロム方式を採るものと CD-ROM方式を採るものとがあり，PSソフトは，CD-

ROM方式である。CD-ROM方式のゲームソフトは，マスクロム方式のものに比べて，製造コストが低廉で，

かつ，製造に要する期間が短いという特性がある。
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3.4 審決に記載されているPS製品の流通政策

SCEは，任天堂のテレビゲーム事業を研究する中で，CD-ROM方式の特性をいかし，ま

た，一般消費者に直結した流通システムを構築することにより，任天堂のテレビゲーム事業

の問題点を解消し，ゲームソフト製造業者，SCE及び販売業者のそれぞれが利益を挙げら

れる事業方針を構築しようとした。SCEにおけるテレビゲーム事業の具体的な検討は，そ

の設立直後から開始され，平成 6年 2月に副社長以下の営業関係者が出席して開催された

「ブレスト」と称する自由討議の場においてその骨格が議論される等の過程を経て，遅くと

も同年 6月ころまでには，下記 (1)から (3)のような PS製品の流通政策が具体化された。

(1) PS製品の流通経路政策

1⃝ 直取引システム

　 SCEは，PS製品の販売に当たり，直接小売業者と取引し，これら小売業者が

一般消費者に販売するという「直取引」を基本方針としており，直接取引ができ

ない小売業者に対しては，ソニー系の販売会社，株式会社ハピネット（以下「ハ

ピネット」という。）等の卸売業者を通じて販売している。

2⃝ 店舗政策

　 SCEは，PS製品の発売に際して，PS製品を取り扱う小売店舗を 4,000店か

ら 5,000店程度に限定する方針を有しており，SCEの営業担当者は，取引先候補

の販売業者に対してその旨説明していた。また，SCEは，PS製品を販売する小

売店舗の選定基準として，一定の売上規模・販売スペースがあること，地域での

立地が良好であること，PSソフトの品揃えができること，テレビゲーム販売事

業への意欲があることといった望ましい条件を設定し，こうした条件に合致する

か否かを考慮している。SCEは，直接取引する家電・カメラ量販店等の小売業者

に対し，PS製品を取り扱う店舗を限定するように求めている。

3⃝ 店舗管理政策

　 SCEは，FC本部及びその他の小売業者に対し，PS製品の取扱い店舗を報告

させてこれを登録し，これらの店舗ごとにコード番号を付して管理している。
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4⃝ シリアル番号

　 SCEは，PSハードについて，製品ごとにシリアル番号と称する製造ロット番

号を付しており，出荷先店舗をコード番号により管理台帳に記録している。

5⃝ 保証金

　 SCEは，特約店に対し，PS製品の取引につき，債権保全のため，一定の方式

ないし基準により算定した額の保証金を徴求している。

6⃝ 実売報告

　 SCEは，特約店契約において，特約店に販売状況の報告義務を課しており，

ゲームソフトについても，必要に応じ，販売本数等の報告を求めている。

(2) 　 PSソフトの仕入販売 SCEは，平成 9年 3月末時点で，ゲームソフト製造業者約

590社との間で PSソフトの開発製造に係るライセンス契約を締結しており，これら

ゲームソフト製造業者は，同契約に基づき SCEから PSソフトの開発のためのノウハ

ウの開示等を受けてゲームソフトを開発し，SCEに製造委託することにより当該ゲー

ムソフトを CD-ROMに搭載した PSソフトを製造している。平成 9年 3月末までに

SCEが販売した PSソフト約 730タイトルのうち約 94%は，ゲームソフト製造業者が

開発したものであり，SCEは，残り約 6%を自社開発している（なお，販売本数比で

は，自社開発の PSソフトが約 20%である。）。

　SCEは，従来，前記ライセンス契約を締結したゲームソフト製造業者との間で，ゲー

ムソフト製造業者は同契約に基づいて SCEに製造委託したPSソフトのうち一般市販

用のものの全数を SCEに販売すること等を内容とする商品売買契約を締結し，ゲーム

ソフト製造業者が製造した（SCEが製造受託した）PSソフトを全数仕入れて販売し

ていたが，平成 8年 4月以降，一部のゲームソフト製造業者は，自社で開発製造した

PSソフトを自ら販売する方法に変更している。

　なお，SCEは，ゲームソフト製造業者と協議の上，PSソフトの仕入本数を決定し

ている。

(3) PSソフトの小売流通システム
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図 2: SCEの流通モデル

1⃝ 受発注制度

　 SCEは，新作の PSソフトの発売に際しては，あらかじめ販売数量の予測及

び製造数量の計画を基に，ゲームソフト製造業者と協議の上，全体としての初回

販売数量を設定している。その上で，SCEは，ＦＣ本部及びその他の小売業者に

対し，各業者について策定した初回発注数量を提示し，各業者と協議の上，それ

ぞれの初回発注数量を確定している。SCEは，このような方法で，小売業者か

らの過剰又は過少な発注を抑制し，初回販売数量を需要に見合ったものとするこ

とにより供給過剰又は供給不足の防止を図っている。そして，SCEは，新作 PS

ソフトの初回発注分については，ＦＣ本部の直営店及び加盟店並びにその他の小

売業者の各店舗へ直接配送する方法を採っている。また，SCEは，ハピネット等

の卸売業者については，卸売業者に取引先小売業者の受発注の事務を管理させて

おり，初回発注数量を設定して当該卸売業者に配送し，当該卸売業者から取引先

小売業者に配送する方法を採っている。さらに，SCEは，製造コストが低く，か

つ，製造期間が短いという CD-ROM方式の特性をいかして，PSソフトの追加

発注を受けた後１日ないし 2日で製造し，受注後 3日ないし 4日目には販売業者

に納入する，リピート制と称する方法を採用し，PSソフトの追加注文に迅速か
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つ小ロットで対応できる体制を整えている。

2⃝ 希望小売価格の設定

　 SCEは，自ら開発製造する PSソフトの希望小売価格を設定している。また，

ゲームソフト製造業者が開発し，SCEが製造受託して仕入販売するPSソフトに

ついては，ゲームソフト製造業者の求めに応じて SCEが意見を述べるなどした

上で，ゲームソフト製造業者が希望小売価格を設定している。PSソフトの希望

小売価格は，5,800円とマスクロム方式のゲームソフトより安価に設定されてい

るものが過半を占めており，こうした希望小売価格は，新譜提案書，商品カタロ

グ，ゲーム雑誌等によって販売業者に周知されている。

表 2: SCE(PS) のソフトのコスト構成（推定）(出典：ゲーム戦線超異常)

種目 金額

製造費・ロイヤリティ 900円

ソフトメーカー取り分 2, 290円

SCEりマージン 1, 160円

小売マージン 1, 450円

合計 5, 800円

3⃝ 仕切価格

　 SCEは，その販売するPSソフトすべてについて，卸売業者と小売業者とを問

わず，また，小売業者の業態を問わず，その仕切価格をそれぞれの PSソフトの

希望小売価格の 75%の価格とする方針を発売当初から一貫して採ってきている。

SCEから PSソフトを希望小売価格の 75%の価格で仕入れたＦＣ本部及び卸売

業者は，傘下の加盟店又は取引先の小売業者に対して同額で販売している。SCE

は，FC本部及び卸売業者に対して配送経費等の名目で区々の比率により割戻し

を行っている。

4⃝ 返品政策
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　 SCEは，特約店契約では，PS製品の返品を受け入れない旨特約店との間で取

り決めているが，PSソフトにつき，例外的な措置として一定の条件で返品を受

け入れたことがある。こうした例として，平成 7年 11月の返品受入れ，平成 8

年 3月の廉価での買上げがある。

5⃝ レコード・CD流通に倣った流通政策

　 SCEが採用している以上のような PSソフトの流通政策は，返品政策を除き，

基本的に SMEが採用しているレコード・音楽用 CDの流通システム倣ったもの

である。

3.5 審決要旨

　本件では， 1⃝値引き販売禁止，中古品取扱い禁止及び横流し禁止の 3つの販売方針が採

用され，実施されたかどうか， 2⃝値引き販売禁止行為の公正競争阻害性， 3⃝値引き販売禁止

行為の消滅時期， 4⃝中古品取扱い禁止行為及び横流し禁止行為の公正競争阻害性， 5⃝中古品

取扱い禁止行為と独占禁止法 21条の権利の行使について，が主な論点とされた。

(1) 　値引き販売禁止，中古品取扱い禁止及び横流し禁止の 3つの販売方針が採用され，

実施されたかどうか

1⃝ 　 SCEの値引き販売禁止，中古品取扱い禁止及び横流し禁止の 3つの販売方針

は，任天堂流通の問題点を解消するため，直取引を基本とする流通政策を検討す

る中で生まれてきたものであり，3つの販売方針は，一体的に実施されることに

よって SCEの流通政策を実現することができるものである。SCEは，小売業者と

の直取引を基本とした単線的で閉鎖的な流通経路を形成した上で，販売業者を自

ら直接コントロールすることを基本方針としている。その具体的な現れが，流通

経路政策，価格政策，販売先政策，中古品政策などであり，３つの販売方針を含

むこれらが一体的な流通政策として採用されているものとみるのが相当である。

2⃝ 　値引き販売禁止，中古品取扱い禁止及び横流し禁止の 3つの販売方針を受け入

れた販売業者とのみ PS製品の取引を行い販売させたことに加え，PS製品の発
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売以降，その取引の過程で，SCEは，継続的に販売業者の 3つの販売方針の遵

守状況を調査し，是正指導等の措置を採っていたこと，そして，多くの販売業者

は，この指導に従っていたことからすると，SCEの３つの販売方針は，販売業

者に対する拘束力を伴わない単なる要請や方針の表明にとどまらず，販売業者の

PS製品の販売に係る事業活動を拘束するものであったと認められる。

(2) 値引き販売禁止行為の公正競争阻害性

　再販売価格の拘束行為は，原則として公正競争阻害性を有する違法なものである（最

判昭和 50年 7月 10日民集 29巻 6号 888頁及び最判昭和 50年 7月 11日民集 29巻 6

号 951頁）。そして，本件においても，SCEの値引き販売禁止行為は再販売価格の拘

束に当たり，特段の正当な理由の存在も認められない以上，SCEの同行為は，公正競

争阻害性を有するものと認められる。

(3) 値引き販売禁止行為の消滅時期

　 SCEは，公正取引委員会の立入検査後，経営幹部及び営業部幹部が販売価格を拘

束する行為を行わないよう営業部内に周知し，また，特約店にその旨説明しているが，

SCEの講じたこのような措置は，価格拘束を解消するには不十分なものである。しか

し，次第に販売業者側が認識して値引き販売を行う者が次第に出てきたことが認めら

れ，平成 9年 11月ころには既に一定の値引き販売が一般的なものになっていた。した

がって，SCEによる値引き販売禁止の拘束は，平成 9年 11月ころにはなくなったも

のと認められる。

(4) 中古品取扱い禁止行為及び横流し禁止行為の公正競争阻害性

　中古品取扱い禁止行為及び横流し禁止行為の公正競争阻害性を判断するに当たって

は，値引き販売禁止行為がされていることを考慮した上で，これらの行為が公正な競

争秩序に及ぼす影響について判断すべきである。そして，これらの行為が公正な競争

秩序に及ぼす影響を具体的に明らかにすることによって，これらの行為自体が独立し

て公正競争阻害性を有することを認定することができるし，また，そこまでの認定が

できない場合にも，これらの行為が，一体的に行われている値引き販売禁止行為を補
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強するものとして機能していると認められるときには，その点において，これらの行

為も不公正な取引方法として排除されるべき再販売価格の拘束行為に包含されるもの

とみるのが相当である。

1⃝ 　中古品取扱い禁止行為については，当該行為が新品の PSソフトの価格競争を

制限する機能・効果が認められる場合その他 PSソフトの販売に係る公正な競争

を阻害するおそれがある場合には，その具体的な態様・程度により同行為自体が

公正競争阻害性を有すると判断されるとしたが，本件においては，こうした具体

的な認定・判断をするに足りる証拠は十分ではない。

　しかしながら，SCEの流通政策の下，再販売価格の拘束行為が行われ，それと

一体的なものとして中古品取扱い禁止行為及び横流し禁止行為が行われており，

新品と中古品との関係や一般的な経済法則に照らせば，中古品取扱い禁止行為が

新品 PSソフトの再販売価格の拘束行為の実効的な実施に寄与し，同行為を補強

するものとして機能していると認められる。したがって，中古品取扱い禁止行為

は，再販売価格の拘束行為に包含され，同行為全体として公正競争阻害性を有す

るものと認めることができる。

2⃝ 　横流し禁止行為については，SCEの横流し禁止の販売方針が，PS製品の直取

引を基本とする流通政策を実現させるために採用されたものであることからすれ

ば，その公正競争阻害性を判断するに当たっては，テレビゲーム市場あるいはPS

ソフトの流通市場における SCEの地位・役割，PS製品の流通政策全体が PSソ

フトの競争に与える影響を踏まえた上で，その一環をなす横流し禁止行為が競争

に及ぼす影響を具体的に検討する必要がある。

　その上で，SCEのPS製品の流通政策の一環としての横流し禁止の販売方針は，

それ自体，取扱い小売業者に対して PSソフトの値引き販売を禁止する上での前

提ないしはその実効確保措置として機能する閉鎖的流通経路を構築するという側

面及び閉鎖的流通経路外の販売業者への PS製品の流出を防止することにより外

からの競争要因を排除するという側面の両面において，PSソフトの販売段階で

の競争が行われないようにする効果を有する。
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　また，横流し禁止行為の合理性に関する SCEの主張に対して，横流し禁止行為

は，販売業者の取引先の選択を制限し，販売段階での競争制限に結び付きやすい

ものであり，それにより当該商品の価格が維持されるおそれがあると認められる

場合には，原則として一般指定第 13項の拘束条件付取引に該当するのであるが，

例外的に，当該行為の目的や当該目的を達成する手段としての必要性・合理性の

有無・程度等からみて，当該行為が公正な競争秩序に悪影響を及ぼすおそれがあ

るとはいえない特段の事情が認められるときには，その公正競争阻害性はないも

のと判断すべきである。その上で，SCEが主張する横流し禁止の合理性等（実

需の把握，一般消費者へ商品情報の提供の確保，輸出の防止，債権の保全）をみ

て，合理性が認められるとしても，競争制限効果の小さい他の代替的手段によっ

て達成されるべきである。PS製品の横流し禁止行為による PSソフトの販売段

階での競争制限が広範囲に及び，競争に与える影響の大きいものであることから

すると，仮に SCEの横流し禁止行為の目的にその主張に係る合理性が認められ

るとしても，その手段としての必要性・合理性が低いことからすれば，前記特段

の事情は認められず，本件横流し禁止行為に公正競争阻害性がないということは

できない。

(5) 中古品取扱い禁止行為と独占禁止法 21条の権利の行使について

　 SCEは，中古品売買が著作権法に基づく映画の著作物に認められる頒布権の侵害行

為であり，中古品取扱い禁止は著作権法による権利の正当な行使であって，公正競争

阻害性はない，あるいは，独占禁止法第 21条の規定により同法の適用はない旨主張す

る。しかしながら，同条の規定は，著作権法等による権利の行使とみられるような行

為であっても，競争秩序に与える影響を勘案した上で，知的財産保護制度の趣旨を逸

脱し，又は同制度の目的に反すると認められる場合には，当該行為が同条にいう「権

利の行使と認められる行為」とは評価されず，独占禁止法が適用されることを確認す

る趣旨で設けられたものであると解される。そして，前記 (2)及び (4)のとおり，本件

においては，中古品取扱い禁止行為が再販売価格の拘束行為と一体として行われ，同

行為を補強するものとして機能しており，中古品取扱い禁止行為を含む全体としての
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再販売価格の拘束行為が公正競争阻害性を有するものである以上，仮に SCEの主張す

るとおり，PSソフトが，頒布権が認められる映画の著作物に該当し，中古品取扱い禁

止行為が外形上頒布権の行使とみられる行為に当たるとしても，知的財産保護制度の

趣旨を逸脱し，あるいは同制度の目的に反するものであることはいうまでもない。ま

た，ゲームソフトは，独占禁止法 23条 4項の「著作物」と同様に解すべきであるとす

る根拠は見当たらない。

4 ソニー・コンピュータエンタテインメント事件を題材とした経済

学モデルの考察

それでは，３節を踏まえて SCE事件を経済学的に分析してみたい。事件の背景について

の説明からも分かるように，SCEは小売企業に対して（１）値引き販売の禁止，（２）中古

品取扱い禁止，（３）横流し禁止，の３つを要求し，それによって再販売価格維持を実現し

ていた。事実，値引き販売の禁止と中古品取扱い禁止，横流しの禁止による取引を直取引へ

の制限は小売価格の維持をターゲットとしていたと考えられる。同時に，これらの行為は数

量のコントロールを比較的容易なものとし，需要の不確実性に伴うリスクを軽減する効果も

あったと考えられる。また，再販売価格維持によって小売価格をコントロールし，同時に流

通のシステムを簡素化することで中間マージンの圧縮にも成功している。

SCEの戦略を任天堂と比較すると，次の３つを顕著な特徴として挙げることができる。

1. ソフトウェア価格の値崩れの防止。

2. 需要の不確実性に伴うソフトウェア企業や小売企業のリスクの軽減。

3. 中間マージンの削減。

　実際，再販売価格維持は音楽CDや書籍といった著作物でも観察され，小売企業のフリー

ライダー問題を解消し，価格以外の販売促進活動を促すという正当化もできる9。しかしなが

ら，SCEがゲームのプラットフォームとして機能していることに着目すると，再販売価格維

9前掲の川濱・柳川（2006）を参照。
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持の小売サイドへの影響だけではなく，ソフトウェア企業サイドへの影響，特にネットワー

ク外部性が存在する世界ではソフトウェア企業の（参入）インセンティブにも着目する必要

がある。以下では，３つの特徴のそれぞれについて，双方向性を明示的に取り入れた上で，

再販売価格維持がソフトウェア企業（や小売企業）のインセンティブに与える効果と経済厚

生に与える影響について理論的に分析する。これらはプラットフォームが小売価格をコント

ロールするインセンティブとしてはそれぞれ異なる要因であるが，プラットフォームには小

売価格をコントロールするインセンティブが存在すること，そしてそれがプラットフォーム

の双方向性市場としての特徴に起因していることを理論的に明らかにするという点で重要で

ある。

実際，SCE事件の審決は SCEによる再販売価格維持が小売市場の競争を阻害する点にの

み焦点が当たっており，ソフトウェア企業のインセンティブへの影響やそれに伴う（ネット

ワーク）外部性への影響の評価がなされていない。しかしながら，以下の分析で明らかにな

るように，再販売価格維持はソフトウェア企業（や小売企業）のインセンティブと双方向性

市場全体の外部性をコントロールする役割を果たしていたと考えられ，競争政策の観点から

も反競争的であり，経済厚生を悪化させると断言することはできないことが明らかになる。

4.1 通時的な小売価格のコントロール

プラットフォーム供給者である SCEにとって，ソフトウェア価格をある程度コントロー

ルすることは重要な関心事であるといえる。特に，ソフトウェア価格が何らかの要因により

値崩れを起こす可能性がある場合，ソフトウェア開発企業は十分な利潤を確保することが困

難となり，結果として十分な数の参入が起こらないという問題が生じる。財のバラエティは，

ゲーム業界において，プラットフォームの価値を決定する極めて重要な要因であるため，値

崩れを防ぎ，ソフト開発企業に十分な参入のインセンティブを確保することは，SCEの経

営戦略における最優先課題の一つと考えることができるであろう。

ソフト市場で値崩れが起こる理由は潜在的に多様であるが，ここではソフトウェアの耐久

性に着目したCoase conjectureをベースに議論を進める。10Coase conjectureとは，主に独

10ただし，以下のモデルにおいて値崩れが起こる理由自体は特別な意味を持たない。どのような理由であれ，

– 30 –



平成 19年度共同研究報告書
プラットフォーム競争と垂直制限 ― ソニー・コンピュータエンタテインメント事件を中心に―

占企業（又はある程度の市場支配力を有する企業）が耐久性のある財を販売する場合に直面

する問題を扱っている。ここで，独占企業が直面する問題は以下のようなものである。販売

する財に耐久性がある場合，今期，財を購入した消費者は来期には財を購入する必要はな

くなる。つまり，消費者は今期購入するか，少し待って来期購入するかという選択を行う。

これは，今期の独占企業にとって来期の自分が商売敵となることを意味している。もし，独

占企業がある一定の販売スキームに事前にコミットできないのであれば，市場の縮小に伴っ

て価格を低下させていくインセンティブが生じるが，消費者がこのことを読み込むならば，

それは彼らに将来の値下がりを待つというインセンティブを与えることとなる。将来の値下

がりが予測されるならば，もはや今期においても高い独占価格を提示することはできなくな

り，独占企業は市場支配力を失うこととなる。

ここの議論の根幹にあるのが，独占企業がいかに事前の意味で最適な販売スキームにコ

ミットできるかである。もし，企業がある一定の価格流列を設定してそこから逸脱しないこ

とが信頼されるならば，値崩れを未然に防ぐことが可能となる。SCEによるソフト市場へ

の一連の介入（再販価格維持や中古市場の制限）は，将来の値崩れが起こらないことを制度

的に保証するための試みとしてとらえることが可能である。値崩れを防ぐことで企業は市場

支配力を回復できるので，一般的にはこうした行為は厚生上望ましくないということがいえ

る。しかし，様々な外部性が存在するプラットフォーム市場においては，プラットフォーム

供給者のみがその外部性を内部化できる可能性を有しており，こうした行為の厚生上の含意

は必ずしも明確とはいえない。こうした点を考慮して，以下では耐久財を製造・販売するソ

フト企業サイドと，財を消費する消費者サイドの各市場間での外部性に着目して簡単な分析

を行う。

4.1.1 モデル

Coase conjectureの動学的な側面をとらえるために２期間モデルを考察する。市場に参入

している企業数を nf，消費者数を ncで表す。企業と消費者に共通の割引因子を δ ∈ (0, 1)

とする。

ソフト市場で値崩れが起こる可能性があるならば，以下の議論はかなりの部分において適用可能である。
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プラットフォーム供給者：プラットフォーム供給者が各サイドへ課金する固定費 (Ff , Fc)を

設定する。ここでFf は企業への課金（開発キットの価格など），Fcは消費者への課金（ゲー

ム機の価格など）である。

企業：各企業は一つのバラエティi ∈ [0, nf ]を供給し，それぞれのバラエティにおいて独占

企業として振る舞う。１期目に各企業は固定費 Ff + f(i)を払って市場へ参入。ここで ff (i)

はソフト開発などの参入に際して生じる企業固有の固定費を表し，iについて増加とする。ま

た，生産に関する可変費はゼロとする。11企業がそれぞれの期に提示する価格を ptとする。

消費者： １期目に各企業は固定費 Fc + fc(j)を払って市場へ参入。ここで，fc(j)は各消費

者に特殊な固定費（またはゲームに対する選好など）を表しており jについて増加とする。

参入した消費者 j ∈ [0, nc]は各バラエティを最大で１単位購入する（第１期目にこの財を

購入した消費者は市場から退出）。この財の消費から得る効用は消費者及びバラエティごと

に異なっておりこれを価値 x(i, j)と呼ぶ。それぞれの i及び jについて価値 x(i, j)は [0, 1]

区間上に一様に分布しているとする。

4.1.2 企業の問題

企業の問題においては，企業が長期の価格（販売スキーム）にコミットできるか否かが非

常に重要となる。このことを見るために，最初にプラットフォーム供給者によるソフト市場

への介入がなく，長期価格に信頼に足る形でコミットすることができない状況を考察する。

消費者の各バラエティの購入は以下のように決定される。最終期である第２期において消費

者 xは x ≥ p2であれば財を購入する。一方で，第１期目は

x − p1 ≥ δ(x − p2),

の条件を満たすのであれば財を購入する。

ここで x∗以上の価値を持つ消費者が第１期目に財を購入した場合の第２期目の問題を考

11この仮定の一つの解釈は，生産コストの大部分は開発にかかわるコストであり，これらは参入の固定費に含

まれるというものである。ソフト産業においては妥当な仮定であると考えられる。
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察する。この場合の企業の問題は以下のように定式化できる。

max
p

nc(x∗ − p)p.

ここから最適な価格は p2 = x∗/2となり，第２期目に得られる利潤は (x∗/2)2となる。

消費者 x∗が限界的な消費者となるので

x∗ − p1 = δ(x∗ − p2) =
δx∗

2
,

が成立する。ここから

p1 =
(2 − δ)x∗

2
,

なので，企業の問題は最適な x∗を求める問題として書き換えることができる：

max
x

nc(2 − δ)(1 − x)x
2

+ ncδ
(x

2

)2
.

最適な x∗が満たすべき条件は

x∗ =
2 − δ

4 − δ
.

こうした議論から均衡における各企業の期待利潤の導出が可能である。各企業は均衡にお

いて正の利潤があげられる限りは参入するので，最後に参入した最も非効率な企業（f(i)が

最も大きな企業）に関して以下の条件が成立する：

(2 − δ)(1 − x∗)x∗

2
+ δ

(x∗

2

)2
≡ PS∗ =

(4 + δ)(2 − δ)2

4(4 − δ)2
=

ff (nf ) + Ff

nc
.

ncを所与とした場合の企業数を Nf (nc)と表す。また，ここで PS∗は企業が価格にコミッ

トできないケースの消費者当たりの生産者余剰である。

一方で，プラットフォーム供給者の介入などにより，各企業が将来的に価格を低下させな

いことにコミットできる場合は，企業の価格付け戦略も大きく変化する。この場合，企業に

とっては価格を固定することが最適となるので p1 = p2 = pというケースを考察する。消費

者は企業が値下げをしないことを知っているので x ≥ pであれば第１期目に財を購入する。

企業の最適価格は p = 1/2となり独占利潤 nc/4を得る。最後に参入した最も非効率な企業

に関して以下の条件が成立する：

1
4
≡ PS∗∗ =

ff (nf ) + Ff

nc
.
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同様に，ここで PS∗∗は企業が価格にコミットできるケースの消費者当たりの生産者余剰で

ある。

4.1.3 消費者の問題

第１期に消費者は固定費を負担して市場に参入するかどうかを決定する。企業が価格にコ

ミットできない場合，最後に参入する消費者（z(j)が最も小さい消費者）について以下の条

件が成立する： ∫ 1

x∗
(x − p1)dx + δ

∫ x∗

x∗/2
(x − p2)dx =

fc(nc) + Fc

nf
.

これをさらに展開すると

1 − x∗2

2
− p1(1 − x∗) + δ

(3x∗2

8
− p2x

∗

2

)
=

fc(nc) + Fc

nf
.

p1 = (2 − δ)2/2(4 − δ)と p2 = (2 − δ)/2(4 − δ)を代入して

1
2
− 3(2 − δ)2

2(4 − δ)2
+

δ(2 − δ)2

8(4 − δ)2
=

1
2
− (12 − δ)(2 − δ)2

8(4 − δ)2
≡ CS∗ =

fc(nc) + Fc

nf
.

nf を所与とした場合の消費者数をNc(nf )と表す。また，CS∗は企業が価格にコミットでき

ないケースの生産者当たりの消費者余剰を表す。

一方で，企業が価格にコミットできる場合は，∫ 1

1/2
xdx − 1

4
=

1
8
≡ CS∗∗ =

fc(nc) + Fc

nf
.

ここから企業が価格にコミットできる場合には，バラエティ当りの消費者余剰は減少し，消

費者の参入を減少させる効果を持つことが分かる。ここで，CS∗∗は企業が価格にコミット

できる場合の生産者当たりの消費者余剰である。

4.1.4 均衡

均衡 (nf , nc)においてNf (Nc(nf )) = nf が成立する。一般的にここで観察される問題は

以下のようなものである。ソフト市場への介入は，ソフト価格の値崩れを防ぎ，企業の独

占利潤を確保する。このことは，参入企業数に対して正の影響を与える。しかし，一方で，
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ソフト価格が高止まりすることで消費者余剰は減少しており，これ自体は消費者の参入を阻

害する要因となる。また，消費者サイドの市場の縮小は，企業の参入にも負の影響をもたら

すこととなる。均衡における企業及び消費者の参入数は，この二つの効果のトレードオフに

よって決定される。実際の均衡での参入企業数と参入消費者数は，様々な外生パラメータに

よって決定されるが，この中でも特に重要となるのが，企業と消費者の多様性を表す ff (i)

と fc(j)の形状である。

4.1.5 プラットフォーム供給者の問題

固定費のみを徴収するプラットフォーム供給者は，以下の最大化問題を解くと考えること

ができる：

max
Fc,Ff

ncFc + nfFf .

均衡での参入者数を nc(Fc, Ff ), nf (Fc, Ff )とすると，最適な固定費は，内点解が存在する

ならば　
∂nc

∂Fc
Fc +

∂nf

∂Fc
Ff + nc = 0,

∂nc

∂Ff
Fc +

∂nf

∂Ff
Ff + nf = 0,

という条件を満たす組合せとなる。

4.1.6 社会厚生

企業利潤（プラットフォーム供給者を含む）と消費者余剰の合計を社会厚生W として定

義する：

W = nfnc(CS + PS) −
∫ nc

0
fc(i)di −

∫ nf

0
ff (j)dj.

企業が価格にコミットできない場合の社会厚生は

W = nfnc

(∫ 1

x∗
xdx + δ

∫ x∗

x∗/2
xdx

)
−

∫ nc

0
fc(i)di −

∫ nf

0
ff (j)dj,

企業が価格にコミットできる場合の社会厚生は

W = nfnc

∫ 1

1/2
xdx −

∫ nc

0
fc(i)di −

∫ nf

0
ff (j)dj,
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となる。それぞれの参入の条件より，

nfnc

(∫ 1

x∗
xdx + δ

∫ x∗

x∗/2
xdx

)
= nc(fc(nc) + Fc) + nf (ff (nf ) + Ff ),

nfnc

∫ 1

1/2
xdx = nc(fc(nc) + Fc) + nf (ff (nf ) + Ff ),

が成り立つので，いずれの場合においても

W = nc(fc(nc) − f̄c) + nf (ff (nf ) − f̄f ) + ncFc + nfFf .

となる。ただしここで

f̄c ≡
∫ nc

0 fc(i)di

nc
, f̄f ≡

∫ nf

0 ff (j)dj
nf

,

である。

これにより社会厚生は主に市場規模によって決定されることが分かる。つまり，図１，２

で示したような，参入企業数と参入消費者数がともに増加するようなケースにおいては，プ

ラットフォーム供給者によるソフト市場への介入は，厚生に正の影響をもたらすといえる。

しかし，同時に，社会計画者の問題はプラットフォーム供給者のそれとは一致しておらず，

この点で厚生上のロスが発生するという認識は重要である。社会厚生からプラットフォーム

供給者の利益を除いた部分については，参入数に対して増加のため，均衡では一般に参入が

過少になる価格が設定されることになる。

4.1.7 特定化された例

以下では，関数形を特定した例を用いて，特に厚生上の判断においてどのような要因が重

要となるのかという点について，更なる検討を行いたい。議論を簡潔にするために，この例

においては，企業と消費者をそれぞれ３つのタイプに分類し，以下のような定式化を行う：

ff (i) =


0 if i ∈ [0, pf ),

df if i ∈ [pf , qf ),

Df if i ∈ [qf , 1],
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fc(j) =


0 if j ∈ [0, pc),

dc if i ∈ [pc, qc),

Dc if i ∈ [qc, 1].

ここでDf , Dcは非常に大きくこのタイプの企業及び消費者を参入させることはできないと

仮定する。このケースにおける社会厚生も，参入企業数と参入消費者数によって決定される：

W =



pcdc + pfdf + qcFc + qfFf if nc = qc, nf = qf ,

pfdf + pcFc + qfFf if nc = pc, nf = qf ,

pcdc + qcFc + pfFf if nc = qc, nf = pf ,

pcFc + pfFf if nc = pc, nf = pf .

この仮定の下では，企業の問題は，企業・消費者それぞれの中間的なタイプを参入させる

かどうかということとなる。中間的なタイプの企業が参入するための条件は，

PS ≥
df + Ff

nc
,

なので，このタイプを参入させるときの最適な価格は Ff = ncPS − df を満たす。一方で，

もしこのタイプを参入させないのであれば，最適な価格は Ff = ncPSである。同様に，中

間的なタイプの消費者が参入するための条件は，

CS ≥ dc + Fc

nf
,

なので，このタイプを参入させるときの最適な価格は Fc = nfCS − dcを満たす。一方で，

もしこのタイプを参入させないのであれば，最適な価格は Fc = nfPSである。

この定式化の下で，どのようなときに再販価格維持が厚生を改善又は低下させ得るのかを

検証したい。まず，プラットフォーム供給者が再販価格維持を導入するということは，その

ことによって自身の利潤は増大していると考えるのが妥当である。その条件の下では，再販

価格維持が参入数を増大させるならば，社会厚生も同様に改善することが分かる。

では，どのような状況において，プラットフォーム供給者の利潤が増大しているにもかか

わらず，社会厚生が低下するのであろうか。以下では再販価格維持が反競争的な効果を持つ

例として，再販価格維持を行うか否かに関わらず最適な参入企業数は n∗
f = n∗∗

f = qf という
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状況を考察したい。この条件は一般に df が十分小さいときに成立するので，ここでは議論

を簡単にするために df = 0と想定する。12一方で，参入する消費者の数は再販価格維持が

なされているかどうかに依存して変化するとしよう。特にここでは n∗
c = qcだが n∗∗

c = pcと

いうケースを考察する。つまり，

qc(qfCS∗ − dc) + qfqcPS∗ ≥ pcqfCS∗ + qfpcPS∗,

であるが

pcqfCS∗∗ + qfpcPS∗∗ > qc(qfCS∗∗ − dc) + qfqcPS∗∗,

という状況である。この時に，以下の条件が成立するならば再販価格維持が厚生面で負の効

果を持つ：

pcdc + qc(qfCS∗ − dc) + qfqcPS∗ > pc(qfCS∗∗ − dc) + qfqcPS∗∗.

これらの条件は，例えば dcが比較的大きく，プラットフォーム供給者が消費者サイドから

あまり大きな利潤を上げられないケースに成立することが分かる。このことを見るために，

dc = qfCS∗∗としよう。この場合，先ほどの条件は，

pcdc + qc(qfCS∗ − dc) + qfqcPS∗ > qfqcPS∗∗,

と書けるが，これは，再販価格維持の効果が比較的弱く PS∗∗ ≈ PS∗のときに成立する。ま

た，最初の二つの条件はそれぞれ，

qf (qc − pc)(CS∗ + PS∗) ≥ qcdc,

pcdc > qf (qc − pc)PS∗∗,

と書けるが，これらは dcが適度な大きさのときに成立する。このことは，消費者が比較的多

様で，市場の拡大に伴って消費者余剰が大きく増大する状況に対応しており，こうしたケー

スにおいては再販価格維持が反競争的な効果を持ち得ることを示している。多様な消費者層

という特性はゲーム市場においてもある程度妥当であると考えられるため，こうした面の配

慮の競争政策上の意義も小さくはないと思われる。
12つまり企業は実質２つのタイプのみということになる。
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プラットフォーム供給者の市場規模拡大のインセンティブは，多くの部分で社会的な利益

と合致する。しかし，これまでの分析やここでの例が示すように，それらは完全に一致する

というわけではなく，再販価格維持が（通常とは異なる形で）反競争的な効果を持つケース

も発生する。また，社会厚生自体に負の影響がないケースでも，消費者の利益が損なわれる

可能性はより高いため，生産者から消費者への完全な所得移転がなされない限りにおいて

は，政策的な介入の余地を残すといえよう。

4.2 需要のリスクはプラットフォームの両面でいかにシェアされるか

SCEはPS市場の初期立上げ時に，仕入販売方式と呼ばれる独特の流通を採用した。これ

は，SCEがプラットフォームとしてのPSを販売するだけにとどまらず，ソフトの中間流通

を一手に取り仕切り，SCE自体がソフトの卸売業者として機能する方式である。その下で

は，卸値（仕切値）も完全に SCEのコントロール下にあった。再販価格維持と仕入販売方

式の組合せが意味するところは，SCEがソフト小売のマークアップを部分的，あるいは完

全に調整することができたということである。

以下では，このようにプラットフォーム供給者 (以下，単に「プラットフォーム」という。)

が卸値の設定を行えるケースを前提にして，再販価格維持の下での均衡の特徴を俯瞰する。

また，需要に不確実性がある場合，リスクが SCE，ソフトウェア企業，小売でどのように

シェアされるか，基本的な分析を行う。

4.2.1 モデル

ゲームのハードウェア (ハード)初期投入段階での市場に注目する。この段階での消費者

は，最初の 1本目のゲームソフト（ソフト）とともに，必ず 1台のハードを購入する必要が

あるとしよう。よって，ソフトの需要の合計Dは，ハードの需要と等しい。また，すべて

の小売でハードの価格が等しく ph, ソフトも種類によらず価格 psという対称的な価格設定

の下では，需要はこの phと psの和 pに依存する。以後，pを単に再販価格あるいは価格と
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呼ぶ。さらに，Dはソフトの種類 ns，小売の参入数 nbにも影響を受けるものとし，

D = D[p, nsnb] (1)

と表すことにする。Dp[p, n] < 0, Dn[p, n] > 0と仮定する。

プラットフォームはハードウェアを限界費用 cPhで生産し，卸値whで小売に卸す。また，

各ソフトウェア企業から委託されたソフトを限界費用 cPsで製造し，卸値 wbで卸す。ソフ

トウェア企業にはソフト一本当たり asだけのマージンを支払う。以上から，プラットフォー

ムの利潤は，ソフト・ハードのペアの販売数を xとして，

πP = (w − as − cP )x

となる。ただし，w = wh + wb, cP = cPh + cPs.

市場には潜在的にN s社のソフトウェア企業と，N b社の小売が存在している。N s < N b

とする。ソフトウェア企業 iは，市場に参入した場合，1社当たり 1種類のソフト iを固定

費用 f s
i をかけて開発するものとする。したがって，ソフトの種類はソフトウェア企業の参

入数に等しい。収入は，ソフト iの販売数 xiにプラットフォームから支払われるマージン

asを乗じた額であるから，このソフトウェア企業の利潤は，

πs
i = asxi − fs

i

となる。次に，小売 jについては，市場の参入に際して固定費用 f b
j が発生する。また， ソ

フト・ハードの 1ペアの販売にはそれらの仕入れにかかる卸値wに加え費用 cbが発生する。

よって，小売 jのソフト・ハードのペアの販売数を xj としたとき，その利潤は，

πb
j = (p − w − cb)xj − f b

j

と表される。ソフトウェア企業・小売の固定費用が t 以下の企業数をそれぞれ，Φs(t) =

N sProb[fs
i ≤ t], Φb(t) = N bProb[f b

j ≤ t]とおく。

需要は，市場に参入したソフトウェア企業・小売に対し対称に発生するものとする。すな

わち，ソフト・ハードの価格がそれぞれ対称に設定されたならば，ソフト iの小売 jでの販売

数はちょうどD/nsnbとなる。当然，このとき，ソフトウェア企業 iの販売数は xi = D/ns,

小売 jの販売数は xj = D/nbである。
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4.2.2 再販価格維持の下での均衡

まず，プラットフォームがソフト・ハード双方に対し，再販価格維持を行うケースを分析

する。プラットフォームが，再販価格 p, ソフトウェア企業への支払マージン as, 小売への

卸値wをあらかじめ決定するものとし，それらを観察した上で，ソフトウェア企業・小売が

同時に市場への参入を決定する。各社とも，利潤が非負の限り参入するから，均衡でのソフ

トウェア企業・小売の参入数はそれぞれ，

ns = Φs[asD/ns],

nb = Φb[(p − w − cb)D/nb]

である。

プラットフォームの目的は，上記制約の下で利潤 πP を最大化することである。販売に関す

る限界費用の合計を c = cP +cb, ソフトウェア企業と小売の粗利潤をそれぞれΠs = asD/ns,

Πb = (p − w − cb)D/nbと置いて変数を整理すれば，

πP = (p − c)D[p, nsnb] − nsΠs − nbΠb

と表すことができる。したがって，この最大化問題のラグランジュ関数は，

L = (p − c)D[p, nsnb] − nsΠs − nbΠb

− λ{ns − Φs[Πs]} − µnb − Φb[Πb]

となる。最大化の 1階の条件は，

∂L

∂p
= D + (p − c)Dp = 0,

∂L

∂ns
= (p − c)nbDn − Πs − λ = 0,

∂L

∂nb
= (p − c)nsDn − Πb − µ = 0,

∂L

∂Πs
= −ns + λΦs′ = 0,

∂L

∂Πb
= −nb + µΦb′ = 0,

∂L

∂λ
= Φs − ns = 0,

∂L

∂µ
= Φb − nb = 0

(2)
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である。これらを更に整理すると，

D = −(p − c)Dp, (3)

(p − c)nbDn = Πs − hs[Πs], (4)

(p − c)nsDn = Πb − hb[Πb], (5)

ns = Φs, (6)

nb = Φb. (7)

ここで，hν [t] ≡ Φν [t]/Φν ′[t] (∀t, ν = s, b)は，分布 Φν の reverse hazard rateの逆数であ

る。この連立方程式の解 (pR, ns
R, nb

R, Πs
R, Πb

R)が均衡解となる。(3)は，よく知られた独占

のラーナー条件であり，参入数 n = nsnbが所与の下で，プラットフォームが市場全体の限

界費用 cを考慮した独占企業として再販価格 pを設定することを示している。(4)の左辺は

ソフトウェア企業の参入数 nsに関する限界収益，右辺は限界費用である。(5)の解釈も同様

である。

ソフトウェア企業・小売の分布について，次の性質を仮定する。

A1 hν ′ > 0. すなわち，Φν は log concave. (ν = s, b)

A2 hs[t] < hb[t] (∀t).

特にA2は，分布ΦsがΦbを reverse hazard rate dominateするということであり，ソフト

ウェア企業の固定費用の分布が小売のそれに比べ高い側に偏っていることを表現している。

この性質の下では，Φs(t) < Φb(t) (∀t)が成立する。

性質A1, A2から，ソフトウェア企業の粗利潤と小売の均衡での粗利潤の大きさを比較す

ることができる。(4)-(7)から p, ns, nbを消去することにより，条件

Hs[Πs] = Hb[Πb] (8)

が得られる。ただし，Hν [t] ≡ Φν [t](t + hν [t]) (ν = s, b). 性質 A3,A4よりHν [t]は tの増

加関数であり，かつ，Hs[t] < Hb[t]である。したがって，均衡では，Πs
R > Πb

Rとなる必要

がある。すなわち，再販やマージンを通じて行われるソフトウェア企業・小売へのプラット
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フォームからの所得移転はよりソフトウェア企業に重点が置かれる。このことは，より直観

的には，次のように理解できる。仮に n = nsnbを固定したとすると，プラットフォームの

目的は，この nを保つための費用の最小化に向けられる。nsを 1%増加させると，(4)右辺

で示される nsの限界費用から，(Πs − hs[Πs])∆ns = (Πs − hs[Πs])ns = Hs[Πs]の費用が増

加することになる。また，同様に nbを 1%減少させれば，Hb(Πb)の費用が節約できる。仮

にΠs ≤ Πbならば，Hs[Πs] < Hb[Πb]であり，この状態から nsを 1%増加させるようにΠs

を増やし，同時に nbを 1%減少させるようにΠbを減らすことで，nを保ちながら，全体と

して費用を節約することができる。したがって，均衡では，Πs
R > Πb

Rとなる。

この結果をまとめておく。

結果 1 性質 A1,A2が満たされている市場で，プラットフォームが再販を行うとき，ソフ

トウェア企業の粗利潤は小売の粗利潤より高い。

4.2.3 需要の不確実性の影響

ここまでのモデルを修正し，再販の下で需要の大きさに不確実性があり，販売数 xが，

x = θD[p, n] (9)

となる場合を考える。ここでD[p, n]は (1)と同じものであり，θは正の区間 [θ, θ]に分布す

る平均 1の確率変数である。以下では，簡単化のため，プラットフォームとソフトウェア企

業はリスク中立的であるが，小売は無限にリスク回避的であるとする。よって，プラット

フォームの期待利潤EπP やソフトウェア企業の参入数 nsはこれまでと同様に，

EπP = (w − as − cP )E[θD] = (w − as − cP )D[p, nsnb], (10)

ns = N sProb[Eπs ≥ 0] = Φs[asD/ns] (11)

となるが，小売は予想される利潤の最低値が非負の場合にのみ参入するため，その参入数 nb

は，

nb = Φb[(p − w − cb)θD/ns] (12)
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へと修正される。

プラットフォームは，制約 (11)，(12)の下で，期待利潤Eπpを最大化する。この問題の

ラグランジュ関数は，

L = (p − c)D[p, nsnb] − nsΠs − nbΠ̂b/θ

− λ(ns − Φs[Πs]) − µ(nb − Φb[Π̂b])

となる。ただし，Πs = asD/nsはソフトウェア企業の期待粗利潤, Π̂b = (p−w − cb)θD/nb

は小売の直面する粗利潤の最低値を表す。この問題の最大化の 1階の条件は，

∂L

∂p
= D + (p − c)Dp = 0,

∂L

∂ns
= (p − c)nbDn − Πs − λ = 0,

∂L

∂nb
= (p − c)nsDn − Π̂b/θ − µ = 0,

∂L

∂Πs
= −ns + λΦs′ = 0,

∂L

∂Π̂b
= −nb/θ + µΦb′ = 0,

∂L

∂λ
= Φs − ns = 0,

∂L

∂µ
= Φb − nb = 0

である。特に，不確実性が存在しない θ = 1のケースでは，上記の条件は，前節の 1階条件

(2)と完全に一致する。これらを，前節同様の方針で整理すれば，最終的に，

D = −(p − c)Dp,

(p − c)nDn = Hs,

Hs = γHb,

n = ΦsΦb

(13)

が得られる。ただし，γ ≡ 1/θ. この方程式の解 (pRu, nRu, Πs
Ru, Π̂b

Ru)が均衡解である。第

3式から 4.2.2節と同様に，Πs > Πbが導かれる。

不確実性の増大が均衡に与える影響を分析しよう。需要の大きさに関する確率変数 θが期

待値 1を保ったまま，分布の範囲を広げたとする。すなわち，θが減少，その逆数 γが増大
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する場合を考える。まず，大まかな関係をつかむために，(13)の第 3,4式のみに注目すると，

nを仮に固定したもとで，γを増加させると，

dΠs

dγ
=

1
γMhb

,
dΠb

dγ
= − 1

γMhs
, ただし， M =

Hs′

Hshb
+

Hb′

Hbhs

であるから，Πsは増加，Π̂bは減少（すなわち ns増，nb減）する。これは，γの増加が，nb

の 1%の増加に対する限界費用 γHbを増大させ，その結果，nbを減らし nsを増やすという

ソフトウェア企業・小売の参入数の間での代替が行われるためである。実際には γの変化に

より均衡での nも変化するため，ns, nbの変化は，今述べた代替効果と nの変化による影響

の合成になる。また，均衡におけるプラットフォームの利潤が減少することも，包絡線定理

により容易に確認される。

以下では，需要およびソフトウェア企業・小売の分布について，具体的な関数を導入して，

その下での不確実性の影響の仕方を描く。まず，需要の期待値を，D[p, n] =
√

n(1− p)とお

く。また，ソフトウェア企業の固定費は区間 [0, f̄s]で一様分布，同様に小売の固定費は区間

[0, f̄ b]で一様分布するとする。pとnの需要への影響が積の形で分離されたことで，プラット

フォームの利潤最大化行動は 2段階に分解される。まず，pによるα[p] ≡ (p−c)(1−p)の最大

化が行われ，解 p = (1+c)/2が得られる。その後，参入制約の下でα[p]
√

nsnb−nsΠs−γnbΠb

の最大化を行い，ns, nb, Πs, Πbを決定する。これらの分布は先程の性質 A1, A2を満たし

ている。ただし，f̄s > f̄ b. 計算の結果，以下の均衡が導かれる。

p =
1 + c

2
,

ns =
β

g′
N s′3

N b′
, nb =

β

g′3
N b′3

N s′ ,

Πs =
β

g′
N b′

N s′ , Π̂b =
β

g′3
N s′

N b′
.

ここで，β ≡ (1 − c)2/16, g′ ≡ g
1
4 , Nν ′ ≡ (Nν/f̄ν)

1
4 (ν = s, b).いま，N s′ < N b′であるこ

とから，明らかに，ns < nb. この例では，gの増加に関して次の結果が得られる。

結果 2 上記の需要関数，固定費用の分布の下では，需要の不確実性が増大した場合，以下

の性質が成り立つ。
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(i) ns, nb, Πs, Π̂b減少。小売が受け取る粗収益の期待値Πb = gΠ̂bは増加。

(ii) Πs

Πb =
(

Nb′

g′Ns′

)2
減少。ns

nb =
(

g′Ns′

Nb′

)2
増加。

(iii) ソフトウェア企業へのマージン as = nsΠs/D = 1−c
8 一定。小売への卸値 w = p −

nbΠb/D − cb = 1+c
2 − 1−c

8g − cb減少。

結果 (i)，(ii)は，γの増加に関するソフトウェア企業と小売の参入数の変化について，先

程の大まかな分析の具体例となっている。γの増加は小売からソフトウェア企業への参入数

の代替，すなわち，ここでは nsの nbに対する相対的増加を引き起こす。絶対的な変化とし

ては，n = nsnbの減少の影響が合成され，ns, nbともに減少する。また，結果 (iii)より，小

売の受け取る販売 1ペア当たりのマークアップは，増加することが分かる。以上より，小売

の直面するリスクを完全にとはいかないまでも部分的にシェアし，リスク増大による小売の

減少に一定の歯止めをかけ，小売の減少の影響をソフトウェア企業の相対的増加で補うとい

う構造が読み取れる。

異なる関数型でも数値例を確認しておこう。需要の期待値をD[p, n] = log n−pと置き，ソ

フトウェア企業・小売の固定の分布が先程と同じ一様分布をするとする。c = 1, N s/F s = 100,

N b/F b = 5000の場合，均衡では，

g = 1のとき， p = 1.73, ns = 6.06, nb = 42.9,

Πs = 0.0606, Πb = 0.00857,

g = 1.5のとき， p = 1.71, ns = 5.94, nb = 34.3,

Πs = 0.0594, Πb = 0.00686

である。先程同様の結果とともに，リスクの増大にともなう再販価格 pの下落が発生して

いる。

4.2.4 再販価格維持が行われないケース

ハード投入初期段階の市場でソフトウェア企業・小売が市場に参入するために支払う固定

費は，その大部分がサンクコストであるとしよう。すると，企業が近視眼的に行動する場合，
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ハードの再販価格維持が初期の市場成立のために必要である。例えば参入後に小売段階での

ベルトラン競争が発生する場合，小売の受け取る粗利潤Πb = (p − w − cb)xiは事後的には

0となる。したがって，事前にプラスのサンクコストの投下を要する小売は市場に参入でき

ないことになる。13

競争がこれほど完全ではなく，小売の間に立地などに基づく差別化が存在するために，一

定のマークアップm ≡ p − w − cb > 0が確保される場合を考えよう。再び需要の不確実性

がないケースを考えると，プラットフォームの目的は，

max
as,w,ns,nb

πP = (w − as − cP )D[m + w + cb, nsnb]

s.t. ns = Φs[asD/ns], nb = Φb[mD/nb]

である。これまで同様にソフトウェア企業・小売の粗利潤をそれぞれΠs, Πbとする書換え

を行えば，この問題は，

max
p,ns,nb,Πs,Πb

πP = (p − c)D[p, nsnb] − nsΠs − nbΠb

s.t. ns = Φs[Πs], nb = Φb[Πb], Πb = mD[p, nsnb]/nb

となる。すなわち，再販がある 4.2.2節の問題に制約Πb = mD[p, nsnb]/nbが追加された形

になる。再販があるケースでは，この結果，当然，プラットフォームの均衡利潤は再販の

ケースに比べ低下する。

再販がない場合でも，プラットフォームから小売に対し販売促進費などの形で補助を与え

ることが可能ならば，上記の制約を緩和し，問題を 4.2.2の形に戻すことができる。しかも，

プラットフォームにとって，このような補助は再販に比べ有利な面もある。補助が小売の販

売数に依存しない固定的な値であるとしよう。小売段階でベルトラン競争が発生するケース

を考えると，小売の収入は結局この固定的な補助にのみ依存することになる。したがって，

もし需要の不確実性が存在したとしても，小売は完全にリスクを回避することができる。し

たがって，4.2.3節で考慮したような，不確実性の影響は完全に排除され（いつでも γ = 1），

プラットフォームの期待利潤は不確実性の増大による損失を免れる。

13規模の経済性により小売段階で自然独占が発生する可能性は無視する。
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4.3 再販売価格維持によるソフトウェア販売の拡大

SCEと任天堂の比較から分かる事実として，任天堂のソフトウェアは大きな中間マージ

ンを反映して価格が上昇していたのに対し，SCEのソフトウェアは再販売価格維持によっ

て中間マージンが抑えられていたことがある14。

SCEの立場に立ってみると，数多くのソフトウェア企業が SCEのプラットフォームを採

用してソフトウェアのタイトルが増加すること，そしてソフトウェアの総販売量が増加する

ことの二つの点が重要な点として浮かび上がってくる。ところが，この二つの両立は見かけ

ほど簡単ではない。確かにソフトウェア企業のマージンを大きくすれば多くの企業が参入し

ソフトウェアのタイトル数も増加するだろう。しかしながら，大きなマージンは小売価格の

上昇につながり，結果としてソフトウェアの販売量が減少してしまうことになる。それは任

天堂のケースで起きた現象からも想像できることであり，ロイヤルティ収入を利潤の源泉と

する SCEにとっては販売量の減少は決して望ましくはない。

以下では次のような状況を想定する。SCEのようなプラットフォームを中心に，川上には

ソフトウェア企業が存在し，川下には小売企業が存在する。各企業のソフトウェアは代替的

ではあるものの，それぞれのソフトウェアは著作権によって保護されているのでソフトウェ

ア企業は自社のソフトウェアに対して独占企業である。しかし，各ソフトウェアの需要関数

はライバルのソフトウェアの数が増加すればするほど縮小していくので，ソフトウェア産業

は独占的競争にある。結果としてソフトウェア企業は独占のマージンを稼ぎ出すことができ

るが，このマージンは流通マージンの一つの描写であると考えてほしい。それに対し小売

企業は完全競争的であり市場支配力を持たない。プラットフォームはソフトウェアの販売に

対してロイヤルティを要求し，これがプラットフォームの利潤となる。そして，本節ではプ

ラットフォームが再販売価格維持によって小売価格をコントロールできる場合とそれができ

ない場合の二つを比較してみたい。

以下の分析では次のことが分かる。もしプラットフォームが小売価格をコントロールでき

ないならば，ソフトウェア企業は市場支配力に基づき高い卸売価格を設定し，それにした

14もっとも，任天堂のソフトウェアは発売から一定期間を過ぎると値崩れを起こしており，本研究でも議論し

ているように再販売価格維持がその防止に役立ったという面も確実に存在する。
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がって小売価格も高くなる。そして，プラットフォームも比較的高いロイヤルティを要求す

る。ソフトウェア企業の利ざやは大きいので，相対的に多くのソフトウェア企業がプラット

フォームを選択し，ソフトウェアのタイトル数も多くなる。しかし，小売価格が高いのでソ

フトウェアの総販売量は相対的に少ない。

プラットフォームが再販売価格維持によって小売価格をコントロールできるならば，プ

ラットフォームはソフトウェアの販売量を増加させるために小売価格を低く設定し，それに

従って卸売価格も下落する。ただし，ソフトウェア企業のマージンは残さなければならない

のでロイヤルティも低下する。小売価格と卸売価格，そしてロイヤルティのすべてをプラッ

トフォームはコントロールできるので，ソフトウェア企業の市場支配力は消滅することに注

意してほしい。ソフトウェア企業の参入数は相対的に少なくなり，ソフトウェアのタイトル

数も減少する。しかし，小売価格の低下を通じてソフトウェアの総販売量は相対的に多く

なる。

独占企業が再販売価格維持を行うインセンティブは多種多様であり，経済厚生の観点から

正当化されるものとしては，例えば二重限界化の回避や水平的な外部性のコントロールを挙

げることができる。ここで，二重限界化は川上から川下への流通の過程で複数の独占企業が

それぞれ市場支配力を行使したならば，小売価格は高くなりすぎ，取引量が少なくなりすぎ

る問題を回避するために，例えば川上の独占企業は川下の企業が設定する小売価格をコント

ロールするというアイデアである。本節の分析では，川上のソフトウェア企業が市場支配力

を行使する結果として小売価格が高くなり取引量は小さくなる。プラットフォームの収入の

源泉は販売に基づくロイヤルティ収入なので，プラットフォームは再販売価格維持によって

小売価格を下落させ販売量を拡大しようとするのである。

本節の分析は任天堂の流通戦略に対するアンチテーゼとしての SCEの戦略の妥当性を検

証するのもとなっている。実際，SCEは再販売価格維持によって任天堂のケースと比較し

て小売価格を低下させそれは中間マージンの機会を消滅させる役割を担っていたと考えら

れる。
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4.3.1 モデル

双方向市場を伴うプラットフォームとして具体的にゲーム機のハードウェアメーカー企業

S を考える。単純化のために S は独占企業でありプラットフォーム間の競争は存在しない

と想定する。S はソフトウェア企業と小売企業のそれぞれに直面している。

各ソフトウェア企業は最大１タイトルのソフトウェアを開発・販売する。各ソフトウェア

は差別化されており，かつ著作権によって保護されているので，各ソフトウェア企業は自社

ソフトについて独占企業であり価格を決定する力を持つ。そして，ソフトウェア企業数と S

のプラットフォームを利用するソフトウェアタイトル数は一致する。同時に各ソフトウェア

は互いに代替的なので，各ソフトウェアの需要はソフトウェアのタイトル数が増加すれば減

少する。つまり，ソフトウェア企業は独占的競争に従事している。独占的競争モデルは，レ

ストランやアパレル，また音楽や著作物などの差別化された財を独占的に販売する売手が多

数存在するにもかかわらず，それぞれの売手が直面する市場は代替的な財を販売する売手が

増加すれば縮小するような特徴をもつ競争を描写する概念であり，ソフトウェア産業につい

ても独占的競争の性質を持つと想定するのは妥当であると考えられる。

それに対し，小売企業はそれぞれ同じソフトを消費者に販売するので差別化は困難であ

る。したがって，小売企業は完全競争又は同質財のベルトラン競争に従事しており市場支配

力は有しない。

それぞれのソフトウェア企業 n がソフトウェア市場に参入するには F の固定費用が必要

であり，参入したならば上記のように１種類のソフトウェアを生産し各小売業者に卸売価格

wn で販売する。ここで，ソフトウェアの生産費用はゼロに基準化する。ただし，ソフトウェ

アの１単位の生産について，S に対して r > 0 のロイヤルティを支払わなければならない。

また，小売企業の費用は卸売価格の支払いを除いてはゼロと基準化する。

ソフトウェア n の価格を pn とすると，需要関数は

xn =
a − pn√

N

であるとする。ここで N はプラットフォーム S の上でソフトウェアを生産するソフトウェ

ア企業数（= プラットフォーム S で利用できるソフトウェア数）を意味しており，ソフト
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ウェアの総数が増加すれば各ソフトウェアへの需要が減少する（つまり各ソフトウェアは代

替的である）というアイデアを反映している。

ソフトウェアに対する総需要は

X =
N∑

n=1

xn

となり，すべてのソフトウェアが対称的で，均衡の場合ではすべてのソフトウェア企業が同

一の卸売価格 w1 = · · · = wN = w を設定し，小売価格についても p1 = · · · = pN = p が成

立することを前提とすると，

X =
√

N(a − p)

となる。このとき，価格 p を所与とするとソフトウェア数が増加すれば総需要も増加する

ことに注意してほしい。これはプラットフォーム S を利用するソフトウェア数が増加すれ

ばソフトウェアの総需要も増加するという外部性の存在を意味している。ネットワーク外部

性が存在する場合，ソフトウェアのタイトル数が増加すればプラットフォーム S を選択す

る消費者も増加する。そしてソフトウェアに対する総需要も増加するのである。

独占的なプラットフォーム S はソフトウェア企業に対してロイヤルティ r を自由に設定

することができる。また，各ソフトウェア企業は自分のソフトウェアについては独占的なの

で卸売価格 w を自由に設定することができる。

それに対し，小売価格 p については SCEのケースを想定して次の二つの可能性を考える。

1. 小売企業は自由に p を設定できる。

2. S は再販売価格維持によって p をコントロールする。

プラットフォーム S が p をコントロールできない場合，小売市場は完全競争的なので，

ソフトウェア市場で独占力を持つ各ソフトウェア企業が小売価格を事実上決定できる。この

とき，ソフトウェアの小売価格 p は市場支配力を反映して高くなる傾向がある。それに対

し，S が p をコントロールできる場合，ロイヤルティ収入を増加させるためにはソフトウェ

アの流通量を増加させる必要がある。考慮すべき点は二つあり，一つはソフトウェア企業に

よる高すぎる価格付けを抑えるために小売価格を低く設定し，各ソフトウェアの需要量を増

加させることでロイヤルティ収入を増加させるという道筋と，もう一つは参入ソフトウェア
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企業数（= ソフトウェアタイトル数）を増加させることでソフトウェアの総取引量を増加さ

せ，やはりロイヤルティ収入を増加させるという道筋である。このとき，各ソフトウェア企

業の利潤は増加しなければならないので，小売価格は上昇する傾向がある。

以下では，プラットフォーム S がロイヤルティのみをコントロールできる場合と，ロイヤ

ルティだけではなく小売価格もコントロールできる場合を比較し，プラットフォームによる

小売価格のコントロールは価格の上昇と下落のどちらを引き起こすのか，そしてソフトウェ

アのタイトル数は増加するのか減少するのかについて議論してみたい。

4.3.2 プラットフォームがロイヤルティのみを設定できる場合

まず，プラットフォームがロイヤルティ r のみを設定でき，ソフトウェア企業は卸売価

格 w を，小売企業は小売価格 p を選択するような状況を考える。このとき，ソフトウェア

企業が決めた卸売価格 w を所与とすると，小売市場は完全競争的なので， p = w の価格が

実現する（小売企業についての卸売価格を除いた販売費用はゼロとしたことを思い出してほ

しい）。

小売市場で p = w が成立することを予想するソフトウェア企業は，自身が直面する需要

関数を xn = (a − w)/
√

N であると想定する。すると，ロイヤルティ r とソフトウェア企

業数 N を所与とすると，各ソフトウェア企業の問題は

max
w

(w − r)
a − w√

N

によって与えられ，ソフトウェア企業が設定する卸売価格は ŵ(r) = (a + r)/2 となる。そ

して，ソフトウェア企業の利潤は r と N を所与とすると，

π̂(r; N) =
(a − r)2√

N
− F

となる。

ソフトウェア企業の参入は π̂(r; N) = 0 になるまで続く。したがって，参入企業数を N̂

とすると，

N̂(r) =
(a − r)2

16F 2
(14)
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が成立する。

これまでの議論から分かるように，プラットフォームが設定するロイヤルティ r はソフト

ウェア企業についての一定の限界費用となり，r の上昇は卸売価格を上昇させソフトウェア

企業の利潤を減少させる。そして，参入企業数も減少することになる。プラットフォーム S

の利潤はロイヤルティ r にソフトウェアの総販売量 X を掛け合わせたものである。ロイヤ

ルティ r を所与とすると個別ソフトウェアの小売価格は p̂(r) = ŵ(r) = (a + r)/2 となる。

したがって，個別ソフトウェアの販売量は x̂(r) = (a− p̂(r))/
√

N̂(r) = (a− r)/2
√

N̂(r) と

なり，そしてソフトウェアの総販売量は X̂(r) = N̂(r)x̂(r) となる。ここで，r が与えられ

たときの参入企業数（14）を代入すると

X̂(r) =
1

8F
(a − r)3

を得る。

プラットフォーム S についての問題は

max
r

rX(r)

である。この問題の解は r̂ = a/4となり，このときの小売価格（=卸売価格）は p̂ = ŵ = 5a/8

によって与えられる。

4.3.3 プラットフォームはロイヤルティと同時に再販売価格維持によって小売価格も設定

できる場合

次にプラットフォームは独占的にロイヤルティ r を決定できるだけではなく，小売企業に

対して小売価格 p を強制できる場合を分析する。このとき，仮にいま想定しているように

ソフトウェア企業は独占的競争に従事しており市場支配力を有しているとしても，小売価格

は卸売価格の上限を規定することになるので，事実上卸売価格をコントロールできる。そし

て，ロイヤルティによってソフトウェア企業のマージンもコントロールできるのである。

いま，プラットフォーム S は小売企業に対して p̄ という小売価格での販売を強制したと

しよう。するとソフトウェア企業の問題は p̄ ≥ w という制約の下で利潤 (w − r) a−w√
NS
を最
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大化するように w を決めることになる。このとき，既に小売価格は決定しているので w の

選択が販売量に影響しないことから明らかなように，ソフトウェア企業は選択可能な最大の

卸売価格 w̄ = p̄ を選択する。このとき，小売企業にはマージンが残らないことに注意して

ほしい。これは前節の分析と同様である。

小売価格 p̄ とロイヤルティ r，そしてソフトウェア企業数 N を所与とすると，ソフトウェ

ア企業の利潤は

π̄(r, p̄; N) = (p̄ − r)
(a − p̄)√

N
− F

となる。そして，参入するソフトウェア企業数（= ソフトタイトル数）は π̄(r, p̄; N) = 0 が

成立するように定まり

N̄(r, p̄) =
(p̄ − r)2(a − p̄)2

F 2
(15)

となる。

このとき，個別のソフトウェア企業の販売量は x̄(r, p̄) = (a− p̄)/
√

N̄(r, p̄) となり，ソフ

トウェアの総販売量は X̄ = N̄(r, p̄)x(r, p̄) である。ここで（15）を用いると，

X̄(r, p̄) =
1
F

(p̄ − r)(a − p̄)2

を得る。

プラットフォーム S の問題は

max
r,p

rX̄(r, p̄)

となり，この問題を解くと r̄ = a/8，p̄ = w̄ = a/4 を得る。

4.3.4 プラットフォームによる再販売価格維持の意味

これまでの分析から分かることをまとめると以下のようになる。

1. ソフトウェアの小売価格は，プラットフォームによる小売価格のコントロールによっ

て下落する。

2. ソフトウェア企業が支払うロイヤルティは，プラットフォームによる小売価格のコン

トロールによって下落する。
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3. ソフトウェア企業のマージン（= 卸売価格 − ロイヤルティ）は，プラットフォーム

による小売価格のコントロールによって減少する。

4. ソフトウェアの総販売量は，プラットフォームによる小売価格のコントロールによっ

て増加する。

5. ソフトウェア企業数（= ソフトウェアタイトル数）は，プラットフォームによる小売

価格のコントロールによって減少する。

より詳しく検討してみたい。ソフトウェア企業が独占的競争に従事していると想定したこ

とより，ソフトウェア企業はロイヤルティを所与とするとマージンを大きくするために卸売

価格を上昇させ，それは小売価格の上昇につながる。もちろん，プラットフォームはロイヤ

ルティをコントロールできるので，それを通じて小売価格に影響を与えることはできるが，

それは間接的な影響にすぎない。ソフトウェア企業は小売価格とマージンを決定する力を保

持しているからである。結果としてソフトウェア企業の参入数は多くなり，ソフトウェアの

タイトル数も増加する。これはソフトウェアの販売量に対してポジティブな効果を与える。

しかし，小売価格の上昇がソフトウェアの総販売量に対してネガティブな効果を与える。

プラットフォームがロイヤルティだけではなく再販売価格維持によって小売価格もコント

ロールできる場合，プラットフォームは小売価格によってソフトウェアの販売量を直接コン

トロールでき，かつ小売価格を通じて卸売価格を直接コントロールできるので，ソフトウェ

ア企業のマージンもコントロールできる。結果としてソフトウェア企業が持つ市場支配力を

消滅させることができることになる。

分析から分かるように，プラットフォームは小売価格を十分に低くすることでソフトウェ

アの需要を喚起し，同時にロイヤルティを減少させることでソフトウェア企業のマージンを

確保するが，それは小売価格をコントロールできない場合に比べて小さくなる。とはいえ，

ある程度のマージンを与えないとソフトウェア企業の参入が促されず，ソフトウェアのタイ

トル数が増加しないので，ロイヤルティは十分に小さく設定されている。それでも小売価格

をコントロールできない場合よりもソフトウェア企業の利潤は小さくなるので，ソフトウェ

ア企業の参入とソフトウェアのタイトル数は減少することになる。減少したタイトルを十
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分に低い小売価格で多く販売し，ロイヤルティ収入を増加させることがプラットフォームに

とって得策となる。

ソフトウェア企業が独占的である限り，ソフトウェアの価格は上昇し，数量は減少する。

それはソフトウェアの販売数量を利潤の源泉とするプラットフォームにとって，決して好ま

しい状況ではない。だからこそ，プラットフォームによる再販売価格維持は小売価格の低下

につながることになる。さらに，たとえ独占的であるとしても，プラットフォームはロイヤ

ルティを引き上げることはできない。なぜならば，ソフトウェアのタイトルが増加すればソ

フトウェアの販売数量は増加するからである。つまり，プラットフォームはある程度のソフ

トウェア企業を参入させなければならない。このような外部性の下，通常の独占企業のよ

うにロイヤルティを引き上げてマージンを奪うというロジックは通用せず，むしろロイヤル

ティを下落させてある程度の参入を促さなければならない。この点はプラットフォームに特

有の議論でもあり非常に興味深い。

現実の SCEのケースの枠組で解釈してみたい。３節で SCEのケースの概要を説明した

が，そこから分かることは先発企業である任天堂と比較して，SCEの流通戦略は小売価格

を低下させることで中間マージンを押さえ込むという点に特徴がある。いまのモデルでは流

通を簡素化させているが，ソフトウェア企業を独占企業として描写したことは中間マージン

を稼ぐ問屋の介在を単純化して描写したものとも解釈できる。そして，SCEのソフトウェ

アの価格は任天堂（の販売当初の価格）と比較して大幅に下落しており，これは本節の分析

とも整合的である。その背景には，小売価格を下落させることで需要を喚起させる目的があ

ることは明らかだろう。

4.4 プラットフォームによる再販売価格維持の経済学的評価

本節の三つの経済学的分析はそれぞれ異なる論点を扱っており，その経済厚生上，又は競

争政策上のインプリケーションも異なっている。それぞれの結論は以下のようにまとめるこ

とができる。

1. ソフトウェア企業が価格にコミットできない場合，ソフトウェアが耐久財であること

から将来価格の値崩れが起こる。それに対し，プラットフォームが価格に介入できる
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ならば（再販売価格維持），将来価格もコントロールすることができ値崩れは起こら

ない。結果として再販売価格維持の下ではソフトウェア企業の参入数が増加し，それ

に当該のプラットフォームを選択する消費者も増加する。

このとき取引は拡大するので，経済厚生が増加する可能性がある。

2. 需要の不確実性が存在する場合，ソフトウェア企業や小売企業が危険回避的ならば，

不確実性の程度の拡大に従って SCEのソフトの開発や販売のインセンティブは小さく

なる。再販売価格維持は小売企業とソフトウェア企業が負担するリスクを軽減し，ソ

フトウェア企業の参入インセンティブを高める効果がある。

3. プラットフォームがソフトウェア企業に対するロイヤルティのみを決定でき，卸売価

格や小売価格の決定をソフトウェア企業と小売企業の取引に任せた場合，ソフトウェ

ア企業の市場支配力を反映して卸売価格と小売価格は上昇しソフトウェア企業のマー

ジンも大きい。このとき，もしプラットフォームが小売価格を決定できるならば（再

販売価格維持），ソフトウェアの取引量を拡大しロイヤルティ収入を増加させるため

にプラットフォームは小売価格をより低い水準に定め，同時にソフトウェア企業の参

入インセンティブを確保するためにロイヤルティも引き下げる。このとき，再販売価

格維持によってソフトウェアの価格が下落しソフトウェアの取引量は拡大するが，ソ

フトウェア企業のマージンが縮小するためソフトウェア企業の参入数も減少する。

これら理論的分析は，プラットフォームが小売価格のコントロールを通じて消費者サイド

（又は小売サイド）だけではなくソフトウェア企業のサイドのインセンティブをコントロー

ルしている点を描写していることで共通する。双方向性プラットフォームによる価格のコン

トロールはすべてのサイドへの影響を考察しなければ適切に評価できないことは前にも強調

したとおりであり，以上の分析もこのようなアイデアを反映している。実際，再販売価格維

持はプラットフォームが直面する外部性を内部化する，又はすべてのサイドのインセンティ

ブをコントロールするための追加的な手段となるので，それらの効果を明示的に取り入れた

分析を行うことはプラットフォーム自体のインセンティブと経済厚生への影響を検討する上

で重要であり，また不可欠のステップでもある。
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ただし，再販売価格維持が与えるソフトウェア企業のインセンティブや外部性への影響を

考慮する点ではこれらの分析は共通するが，競争政策上のインプリケーションは相当異なっ

ている。再販売価格維持が将来価格のコミットメントを可能とし，値崩れを防止する点を描

写した 4.1節の分析では，プラットフォームによる小売価格のコントロールによってソフト

ウェア価格は上昇することになる。それと同時にプラットフォームを利用するソフトウェア

企業と消費者の数も増加し，経済厚生への効果は必ずしも明らかではないことが説明されて

いる。それに対し，4.3節の分析では，再販売価格維持はソフトウェア企業の市場支配力を

制限し，ソフトウェアの取引量を増加させることを目的としており，プラットフォームによ

る小売価格のコントロールはソフトウェア価格を下落させることになる。結果としてソフト

ウェアの価格は効率的な水準に近づくが，ソフトウェア企業の参入数も減少し，やはり経済

厚生への影響は明らかではない。

3節で説明した SCEと任天堂の比較を踏まえると，SCEがソフトウェア企業のインセン

ティブ確保の観点からソフトウェア価格の値崩れを問題視していたことや，任天堂の複雑な

流通システムによる中間マージンの拡大を問題視していたことが分かる（ただし，4.3節の

分析ではマージンの源泉をソフトウェア企業の市場支配力に求めている点で，現実の描写と

して適切ではないかもしれない。しかしながら，小売価格のコントロールによってマージン

をコントロールしたという点では枠組は共通する）。さらには，4.2節で分析したようにソ

フトウェア企業や小売企業に参入インセンティブを与えるために，それらが直面するリスク

をコントロールしようとしていたことも分かる。SCEが小売価格のコントロールを行った

背景にはそこに問題があると認識していたはずであり，本節の分析はそれぞれ異なるインセ

ンティブに基づいた小売価格のコントロールがどのような理論的帰結をもたらすのかを明ら

かにしたことの意義は大きい。

本節の理論的帰結を受けて，実際の小売価格が再販売価格維持によって上昇したのかそれ

とも下落したのか。参入企業数は増加したのかそれとも減少したのか。経済厚生は改善した

のか改善しなかったのかを検討することが実証的な課題として浮かび上がる。実際，プラッ

トフォームが利潤を増大させる手段は市場の拡大なので，再販売価格維持が市場の拡大を目

的としている以上，社会的な利益と多くの部分で合致する。しかしながら，プラットフォー
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ム供給者の利益と社会厚生は完全に一致するわけではないので，政策的な介入の余地がな

いわけではない。任天堂との比較によって値崩れの程度の違いはカジュアルに分かるかもし

れないが，小売価格の比較や直面するリスクの程度の比較はそれほど簡単ではない。実際，

SCEのソフトウェアの価格は任天堂のそれと比べて下落し，中間マージンも圧縮されてい

るが，任天堂のソフトウェアの実質価格は明らかではなく，また競争環境や費用環境の影響

も大きいはずである。任天堂は実質的に独占的にプラットフォームを運営していたのに対

し，SCEは参入企業として登場した。このような競争環境の違いを考慮に入れた上で再販

売価格維持が小売価格に与えた影響を実証的に明らかにしないと，本説での理論的な分析の

妥当性も検証できず，競争政策上の評価もできない。しかしながら，本説の分析はプラット

フォームによる垂直制限が与える効果の可能性を理論的に検証した点に大きな意義があり，

競争政策上の判断においても重要な指針となる。

本節の締めくくりとして，ここでのモデル分析を踏まえて経済学の観点から主張できる

ことを述べておきたい。審決は小売サイドの競争阻害性のみを判断の根拠としており，SCE

の再販売価格維持がソフトウェア企業のインセンティブに与える影響と，それに伴うネット

ワーク外部性についての評価があまり考慮されていない。これまでも強調してきたように，

双方向性プラットフォームの戦略を競争政策の観点から評価する際には，双方向性市場全体

に与える効果を考慮しなければならない。実際，再販売価格維持に双方向性市場を明示的に

取り入れた経済学的分析では，必ずしも反競争効果や経済厚生を悪化させる効果だけがある

わけではないことが明らかとなった。

5 結語

本研究は SCE事件を踏まえてプラットフォームによる再販売価格維持を通じた小売価格

のコントロールを検討することで，現実経済，経済学的，競争政策上のそれぞれの観点か

ら近年注目を集めているプラットフォームと双方向性市場について分析を行った。プラット

フォームによる再販売価格維持（垂直制限）についての経済理論的な研究はこれまでほとん

どなされていないが，本研究は，プラットフォームの双方向性という特徴に基づいた議論を

行っているので，再販売価格維持の評価についても新たな論点を提示している。
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プラットフォームによって成立する双方向性市場は，プラットフォームの利用者間の外部

性によって特徴付けられる。本研究は SCEによる再販売価格維持を理論的に分析すること

で，SCEが小売価格のコントロールを通じてどのように外部性にアプローチしたのかにつ

いて理論的可能性を提示している。SCEが再販売価格によって小売価格をコントロールした

ことから，SCEがそこに問題点を見出していたことは確実である。本研究では SCEが直面

する経済環境から，特に（１）値崩れの防止によるソフトウェア企業のインセンティブの確

保，（２）需要不確実性に伴ってソフトウェア企業サイドや小売サイドが直面するリスクの軽

減，（３）小売価格を抑えることでソフトウェアの販売量を拡大させ，同時にロイヤルティの

コントロールを通じてソフトウェア企業のマージンをコントロールすること，の三つの論点

を提示し，それぞれ理論的な分析を行った。そして，競争効果や経済厚生への効果について

結論を導き出している。これらの論点は再販売価格維持という行為は共通するものの，SCE

の異なる問題意識を背景としているので，そこで得られた結論も相互に意味合いが矛盾する

ケースもある。しかしながら，これらのすべてはプラットフォームと双方向性市場の特徴を

反映しており，小売サイドだけではなくソフトウェア企業のインセンティブのコントロール

や外部性のコントロールを目指していたという点では共通する。そして，本研究は理論的な

帰結を提示することで新たな視点を提示しており，SCE事件やその他のプラットフォーム

の戦略についてもより適切な判断を可能とする。さらに，本研究の分析から明らかとなる重

要なポイントは，プラットフォームによる再販売価格維持は外部性を内部化する側面を持ち

合わせているので，経済厚生を改善する効果を持ち得ることである。本研究のもう一つの意

義は，双方向性市場に横たわる外部性を考慮に入れることの重要性を明示的に提示したこと

にあるだろう。

競争政策上のこれからの課題は，本研究が提示した可能性のうち，どれが最も現実的に妥

当かを検証することにある。それは高度に実証的な課題であるが，本研究が提示した判断の

基準を評価する上で避けては通れない。しかし，少なくとも理論的な可能性を指摘するこ

となく実証的な検証を行っても適切な判断を導くことはできない。そのため，本研究による

理論的考察は，プラットフォームを評価する視点を確立するという意味で重要なステップで

ある。
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